
一
八
八
○
年
代
英
領
イ
ン
ド
に
お
け
る

植
民
地
官
僚
制
改
革
問
題
に
つ
い
て

一入八○年代英領インドにおける植民地宮僚制改革間題について（本田）

本

田

毅

彦

【
要
約
】
　
二
〇
〇
年
近
く
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
に
対
す
る
植
民
地
支
配
は
、
途
中
統
治
責
任
主
体
が
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
イ
ギ
リ
ス

国
王
権
へ
移
行
し
は
し
た
も
の
の
、
そ
の
支
配
機
構
を
人
的
側
面
か
ら
観
察
す
る
と
き
、
あ
る
種
の
連
続
性
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ス
テ
ム

の
機
軸
と
し
て
巨
大
な
権
限
を
行
使
す
る
エ
リ
ー
ト
植
民
地
官
僚
集
団
が
存
在
し
、
英
本
国
に
お
い
て
そ
れ
な
り
に
緻
密
な
配
慮
に
墓
づ
き
選
抜
さ
れ
た

イ
ギ
リ
ス
人
青
年
た
ち
が
送
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
規
模
は
常
時
　
千
人
前
後
で
あ
り
、
帝
国
史
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
大
植
民
地
を
管
理
す
る
少
数

精
鋭
の
。
o
ぢ
ω
島
、
ひ
ま
。
と
し
て
、
一
種
神
秘
化
の
対
象
に
さ
え
な
っ
た
。
一
八
八
○
年
代
、
や
が
て
彼
等
イ
ギ
リ
ス
人
官
僚
に
と
り
強
力
な
ラ
イ
ヴ
ァ

ル
と
な
る
、
イ
ギ
リ
ス
式
高
等
教
育
を
受
け
た
イ
ン
ド
人
た
ち
が
植
民
地
の
政
治
ア
リ
ー
ナ
に
登
場
す
る
。
後
者
は
初
発
の
要
求
と
し
て
エ
リ
ー
ト
官
僚

制
の
イ
ン
ド
人
へ
の
門
戸
開
放
を
掲
げ
た
。
本
稿
の
主
題
は
、
支
配
者
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
要
求
を
ど
う
認
識
し
、
ど
う
対
応
し
よ

う
と
し
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
実
質
的
な
イ
ン
ド
化
は
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
の
時
期
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
三
巻
冒
写
　
［
九
九
〇
年
「
月

序

近
代
に
お
け
る
西
欧
列
強
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
へ
の
帝
国
主
義
的
進
出
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
量
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。

し
か
し
支
配
し
た
側
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
場
合
、
む
き
だ
し
の
「
権
力
」
的
側
面
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
、
支
配
に
携
わ
っ
た
者
た
ち
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

的
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
意
識
を
抱
い
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
で
は
い
　
ユ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
だ
に
相
応
の
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
帝
国
主
義
、
あ
る
い
は
植
民
地
支
配
は
、
輝
か
し
い
進
歩
の
体
現
者
で
あ
る
近
代
ヨ

」
ロ
ッ
パ
に
と
り
お
よ
そ
似
つ
か
わ
し
く
な
い
負
の
鯉
面
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
厳
し
く
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
本
来
の
近
代
西
欧

の
姿
か
ら
見
れ
ば
逸
脱
に
過
ぎ
ぬ
、
と
の
潜
在
認
識
が
、
わ
が
国
に
は
根
強
く
存
在
し
て
き
た
こ
と
も
理
由
の
一
半
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
自
分
た
ち
が
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
お
い
て
彼
ら
本
来
の
あ
り
よ
う
と
は
無
縁
の
悪
業
を
重
ね
て
い
る
な

ど
と
は
殆
ど
考
え
な
か
っ
た
し
、
ま
た
現
代
に
お
い
て
す
ら
、
植
民
地
支
配
者
と
し
て
の
過
去
を
振
返
る
に
際
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
日
本
人
と

の
間
に
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
仮
に
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
が
変
則
的
な
病
理
現
象
だ
っ
た
と
し
て
も
、
否
、
か
え
っ
て
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
質
を
探
っ
て
ゆ
く
上
で
、
不
可
欠
の
一
部
と
し
て
考
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
叙
上
の
よ
う
な
間
題
意
識
を
ふ
ま
え
、
一
九
世
紀
後
半
の
英
領
イ
ン
ド
に
フ
ィ
ー
ル
ド
を
設
定
す
る
。
主
た
る
素
材
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

統
治
シ
ス
テ
ム
の
「
鋼
鉄
の
枠
」
と
も
呼
ば
れ
た
イ
ン
ド
高
等
文
官
制
度
ぎ
象
ρ
⇔
9
＜
臨
ω
①
讐
討
①
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
時
期
、
英
領
イ
ン

ド
が
、
最
も
典
型
的
な
植
罠
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
治
、
経
済
、
軍
事
そ
の
他
多
く
の
面
で
英
本
国
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
英
帝
国
中
の
も

う
一
つ
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
イ
ン
ド
に
押
し
付
け
寄
生
し
た
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ラ
ー
ジ
（
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ギ

リ
ス
に
よ
る
支
配
、
の
意
）
の
象
微
的
存
在
が
I
C
S
メ
ン
バ
ー
た
ち
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
選
択
の
動
機
で
あ
る
。
同
許
与
に
つ

い
て
の
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
は
・
な
お
緒
に
つ
い
た
ば
か
茎
あ
掴
英
國
・
イ
ン
ド
・
ア
メ
リ
カ
の
学
界
で
も
・
、
c
s
を
英
印
関
係
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

解
釈
上
の
重
要
な
単
位
と
し
て
認
め
、
本
格
的
な
研
究
が
開
始
さ
れ
た
の
は
実
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

　
I
C
S
メ
ソ
パ
ー
は
イ
ン
ド
現
地
の
支
配
装
置
中
枢
部
を
完
全
に
独
占
し
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
集
団
だ
っ
た
。
一
九
世
紀
中
葉
、
I
C
S
は
そ

の
メ
ン
バ
ー
採
用
ル
ー
ト
を
推
薦
翻
か
ら
競
争
試
験
制
に
切
り
換
え
る
。
I
C
S
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
、
以
後
、
上
層
中
産
階
級
出
身
で
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
を
経
、
オ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
ッ
ジ
に
学
ん
だ
、
そ
の
社
会
的
・
知
的
背
景
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
イ
ギ
リ
ス
入
青
年
達
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

り
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
官
僚
の
「
理
想
像
」
を
体
現
し
た
、
と
さ
れ
る
。

　
他
方
ラ
ー
ジ
は
、
既
に
一
九
世
紀
前
半
か
ら
、
植
民
地
支
配
の
た
め
の
仲
介
機
能
を
果
た
さ
せ
る
べ
く
イ
ン
ド
入
子
弟
に
イ
ギ
リ
ス
式
教
育
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を
施
し
て
き
た
が
、
一
八
五
七
年
、
三
管
区
首
市
に
大
学
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
高
等
教
育
を
イ
ン
ド
人
が
摂
取
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
や
が
て
い
わ
ゆ
る
国
嵩
σ
q
涜
甲
。
含
○
暮
①
禽
B
δ
臼
o
o
一
霧
器
ω
が
成
立
す
る
（
本
稿
で
は
こ
れ
を
新
中
間
層
と
呼
称
す
る
）
。

「
能
力
」
あ
る
全
て
の
者
に
開
か
れ
、
ラ
ー
ジ
の
最
高
位
へ
の
上
昇
す
ら
約
束
す
る
は
ず
の
I
C
S
が
彼
等
の
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
射
程
に

λ
る
の
は
、
い
わ
ば
時
間
の
問
題
だ
っ
た
。

　
三
大
学
設
立
後
一
〇
年
が
経
過
し
た
時
点
で
、
工
C
S
参
入
に
成
功
す
る
イ
ン
ド
人
が
ご
く
少
数
だ
が
現
れ
る
。
し
か
し
八
○
年
代
に
入
っ

て
尚
、
イ
ン
ド
人
工
C
S
は
例
外
的
存
在
だ
っ
た
。
毎
年
度
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
新
卒
者
を
迎
え
、
統
治
権
力
下
部
に
人
員
を
供
給
す
る
こ
と
で

実
力
を
蓄
え
つ
つ
あ
っ
た
新
中
閲
層
は
、
フ
ラ
ス
ト
レ
f
シ
ョ
ン
を
感
じ
始
め
る
。
同
時
に
イ
ン
ド
人
工
C
S
第
一
世
代
は
、
強
大
な
権
限
を

独
立
し
て
行
使
し
う
る
中
堅
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
。

　
ラ
ー
ジ
は
そ
の
直
面
す
る
ジ
レ
ン
マ
を
漸
く
認
識
す
る
。
ラ
ー
ジ
に
よ
り
人
工
的
に
育
て
上
げ
ら
れ
た
新
中
間
層
は
、
一
人
前
の
存
在
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
だ
し
た
。
植
民
地
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
孤
塁
で
あ
る
は
ず
の
I
C
S
は
、
そ
の
「
合
理
性
」
を

貫
き
、
イ
ン
ド
人
の
参
入
を
許
し
、
ま
た
既
に
参
入
を
果
た
し
た
者
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
文
官
と
変
わ
ら
ぬ
、
イ
ギ
リ
ス
人
を
も
含
む
民
間
人

全
て
に
対
す
る
絶
対
的
権
限
を
与
え
る
べ
き
な
の
か
。
イ
ギ
リ
ス
人
統
治
担
当
者
の
中
に
は
、
新
中
間
層
の
成
長
に
伴
う
植
民
地
社
会
の
権
力

構
造
変
動
の
可
能
性
を
看
取
し
、
こ
れ
を
積
極
的
に
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
部
分
も
存
在
し
た
。
し
か
し
I
C
S
メ
ン
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
指

向
を
峻
拒
す
る
。

　
具
体
的
に
は
、
本
稿
は
、
工
C
S
に
対
し
八
○
年
代
に
企
て
ら
れ
た
二
つ
の
試
み
、
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
人
文
宮
に
イ
ギ
リ
ス
人
文
官
並
の

刑
事
裁
判
権
限
を
与
え
ん
と
し
て
生
じ
た
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
里
芋
、
イ
ン
ド
人
の
I
C
S
参
入
要
求
に
応
え
る
た
め
設
置
さ
れ
た
エ
イ
チ
ソ
ン

委
員
会
の
活
動
、
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
一
種
の
利
益
集
団
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
し
か
も
一
九
世
紀
後
半
の
英
帝
国
の
意
思
決
定
構

造
の
中
で
あ
る
種
の
自
律
性
を
実
現
す
る
に
至
っ
て
い
た
エ
リ
ー
ト
植
民
地
官
僚
制
が
、
こ
れ
ら
の
企
て
を
封
圧
し
、
第
一
次
大
戦
期
ま
で
続

く
状
況
個
着
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
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以
下
、
話
の
前
提
と
し
て
ま
ず
、
第
一
章
で
は
I
C
S
の
あ
り
よ
う
を
、
第
二
章
で
は
新
中
間
層
発
生
の
経
緯
を
通
観
す
る
。

①
　
英
領
イ
ン
ド
に
限
定
す
れ
ば
、
松
井
透
の
一
連
の
論
考
（
「
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド

　
支
配
の
論
理
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
慮
意
識
と
ア
ジ
ア
観
」
『
思
想
隔
四
八
九
、
　
一

　
九
六
五
、
等
）
お
よ
び
秋
田
茂
の
そ
れ
（
「
『
自
由
貿
易
帝
国
主
義
二
代
』
の
イ
ソ

　
ド
支
配
ー
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ヅ
ド
卿
の
イ
ン
ド
統
治
政
策
を
め
ぐ
っ
て
」
『
史
学

　
研
究
』
一
六
一
、
　
一
九
八
三
、
等
）
な
ど
を
数
え
う
る
の
み
で
は
な
い
か
。

②
　
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
発
明
し
た
レ
ト
リ
ヅ
ク
。
＞
9
囚
．
の
ロ
。
ω
鉾
O
ざ
鳥

　
晦
ミ
e
§
§
壽
ミ
3
一
の
ぬ
℃
や
ド

③
今
後
精
密
な
実
証
を
進
め
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
重
松
伸
二
が
『
イ
ン

　
ド
高
等
文
官
制
度
（
正
C
S
）
ー
イ
ン
ド
高
等
文
官
任
用
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

　
（
一
）
』
一
九
八
四
、
を
著
し
て
い
る
。

④
　
先
駆
的
業
績
と
し
て
、
い
．
Q
冨
巴
δ
ざ
§
引
言
ミ
§
贈
O
き
禽
ω
ミ
ミ
8
ま
ミ

　
よ
ミ
9
点
り
g
。
ご
生
じ
ご
三
葺
」
目
｝
馬
ト
9
9
、
肩
書
N
隷
ミ
ミ
u
Q
轄
禽
句
ミ
竃
亀
し
㊤
ω
ご

　
勺
．
≦
0
9
ヨ
や
↓
ぎ
》
辱
謡
コ
＄
o
肉
ミ
ミ
N
ミ
ミ
全
く
〇
一
．
く
お
q
G
。
v
〈
o
一
・
ミ
お
躍
．

　
が
あ
る
。
彼
等
は
い
ず
れ
も
王
C
S
・
O
B
で
あ
り
、
自
己
讃
美
な
い
し
弁
護
に

　
傾
き
が
ち
で
あ
る
。
初
の
客
観
的
研
究
と
し
て
は
、
属
■
O
・
菊
3
、
b
§
恥
O
ざ
鵠

　
晦
ミ
、
篭
聴
§
㌧
｝
ミ
罫
搭
α
。
。
■
を
あ
げ
う
る
。
ま
た
制
度
史
的
視
角
か
ら
の
近
年
の

　
成
果
と
し
て
は
、
ヒ
d
・
切
■
蜜
一
㌶
2
国
ぎ
勲
藷
ミ
“
ミ
遷
き
智
ミ
3
鼠
ミ
無
O
蕊
ら
ミ

　
誉
ミ
ミ
鴇
恥
自
特
ミ
遣
“
3
H
り
“
メ
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
B
・
ス
パ
ン
デ
ン
バ
ー

　
ク
ら
新
世
代
の
研
究
者
た
ち
の
特
徴
は
、
植
民
地
官
僚
制
を
無
機
質
の
マ
シ
ー
ン

　
と
し
て
で
な
く
、
独
特
の
性
格
を
備
え
た
一
個
の
社
会
集
団
と
し
て
、
そ
の
非
合

　
理
な
側
面
も
含
め
幅
広
く
捉
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
稿
の
叙
述
は
そ

　
の
枠
組
み
を
彼
等
の
あ
げ
つ
つ
あ
る
成
果
に
依
拠
す
る
。

⑤
　
エ
C
S
と
英
本
圏
官
僚
制
は
、
そ
の
規
模
と
い
い
、
歩
ん
だ
道
筋
と
い
い
、
双

　
生
児
的
で
あ
る
。
し
か
し
前
者
は
後
者
に
比
べ
遙
か
に
精
緻
で
あ
り
、
常
に
後
者

　
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
。
o
h
．
国
．
O
o
呂
調
§
馬
O
苫
ミ
ミ
澱
し
ロ
憶
ミ
罫
○
ご
嵩

　
吻
ミ
言
託
搭
Φ
伊
℃
℃
．
G
。
O
占
．

4 （4）

第
一
章
　
イ
ン
ド
高
等
文
官
制
度

（［

j
　
官
僚
制
度
と
し
て
の
I
C
S

　
一
七
六
五
年
の
べ
ソ
ガ
ル
で
の
徴
税
権
獲
得
を
起
点
と
し
て
開
始
さ
れ
た
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ラ
ー
ジ
は
、
出
先
現
地
の
み
に
注
目
す
れ
ば
、

イ
ン
ド
総
督
兼
諸
王
を
頂
点
に
仰
ぎ
つ
つ
、
そ
の
下
部
を
文
官
部
門
と
武
官
部
門
が
支
え
て
い
た
。
両
部
門
と
も
そ
の
要
所
要
所
を
ほ
ぼ
イ
ギ

リ
ス
人
の
み
か
ら
成
る
エ
リ
ー
ト
・
カ
ー
ド
ル
が
占
め
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
文
官
部
門
の
エ
リ
…
ト
官
僚
制
が
I
C
S
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

常
時
千
人
前
後
の
人
員
し
か
擁
し
て
い
な
か
っ
た
I
C
S
は
、
ラ
ー
ジ
の
た
め
に
奉
仕
し
、
統
治
し
、
支
配
し
た
。

　
一
八
五
五
年
、
I
C
S
採
用
に
関
す
る
東
イ
ン
ド
会
社
取
締
役
会
の
バ
ト
ロ
ネ
ジ
が
廃
止
さ
れ
、
公
開
競
争
学
力
試
験
に
よ
り
選
抜
が
行
わ
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れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
I
C
S
は
、
本
国
官
僚
制
に
比
べ
十
数
年
早
く
、
「
近
代
的
U
下
僚
制
度
へ
の
歩
み
を
踏
み
出
し
た
。

そ
し
て
本
稿
が
問
題
と
す
る
八
○
年
代
ま
で
に
、
そ
の
形
式
を
ほ
ぼ
固
め
終
え
た
と
さ
れ
る
。
法
典
・
規
則
の
整
備
が
完
了
し
、
官
職
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
が
樹
立
さ
れ
、
任
免
は
本
国
イ
ン
ド
担
当
大
臣
の
専
権
事
項
と
な
り
、
昇
進
・
昇
給
は
年
功
と
能
力
を
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
、
職
位
レ

ベ
ル
が
一
定
水
準
を
越
え
れ
ば
も
は
や
能
力
の
み
に
基
づ
き
適
任
者
が
選
任
さ
れ
る
、
と
の
不
文
律
が
確
立
し
た
。
八
○
年
代
以
降
も
細
か
な

調
整
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
、
第
一
次
大
戦
直
前
期
に
は
、
競
争
試
験
開
始
時
に
そ
の
枠
組
み
策
定
を
担
当
し
、
古
典
的
教
養
を
身
に
付
け
た
ジ

ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
的
官
僚
像
へ
の
指
向
を
高
ら
か
に
う
た
い
あ
げ
た
、
T
・
B
・
マ
コ
ー
リ
ー
率
い
る
委
員
会
の
理
念
を
完
全
に
実
現
さ
せ
た
、

　
　
　
　
　
　
②

と
ま
で
言
わ
れ
る
。

　
I
C
S
メ
ン
バ
ー
は
、
重
要
な
行
政
ポ
ス
ト
の
ほ
ぼ
全
て
と
、
高
位
の
司
法
ポ
ス
ト
の
大
半
を
占
め
た
。
ラ
ー
ジ
の
執
行
権
力
の
源
泉
は
行

政
参
事
会
中
の
イ
ン
ド
総
督
O
o
〈
Φ
屋
。
目
○
①
器
H
巴
ぽ
O
o
§
鼠
一
で
あ
り
、
I
C
S
メ
ン
バ
ー
は
参
事
会
員
と
し
て
、
総
督
、
イ
ン
ド
軍
司

令
官
と
共
に
こ
れ
を
構
成
し
た
。
総
督
、
ボ
ン
ベ
イ
・
マ
ド
ラ
ス
両
知
事
は
そ
の
歴
史
的
沿
革
か
ら
本
国
の
政
界
人
が
時
の
内
閣
に
よ
り
任
命

さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
三
名
を
除
け
ば
、
各
政
庁
の
最
高
責
任
者
は
全
て
エ
C
S
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
ま
た
中
堅
・
若
手
I
C
S
の
中
に
は
、

各
政
庁
の
セ
ク
レ
タ
リ
ア
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
政
策
立
案
に
携
わ
る
者
が
い
た
。
他
方
、
英
領
イ
ン
ド
の
最
小
の
自
立
的
統
治
単
位
で
あ

る
「
県
」
の
責
任
者
、
県
担
当
官
∪
蜂
ユ
9
0
齢
8
冠
は
、
現
場
、
す
な
わ
ち
ラ
イ
ン
の
長
で
あ
り
、
ラ
ー
ジ
の
屋
台
骨
と
も
評
す
べ
き
存
在

だ
っ
た
が
、
や
は
り
I
C
S
メ
ン
バ
ー
が
任
命
さ
れ
た
。
県
担
当
官
は
通
称
で
あ
り
、
正
式
に
は
収
税
宮
兼
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
、
な
い
し
は
政

務
官
代
と
呼
ば
れ
た
。
正
式
名
称
か
ら
推
察
さ
れ
る
如
く
彼
等
の
主
務
は
徴
税
と
治
安
維
持
で
あ
り
、
数
名
の
若
手
I
C
S
補
佐
官
と
多
数
の

イ
ン
ド
人
下
級
宮
吏
を
統
率
し
て
こ
れ
に
あ
た
っ
た
。
司
法
部
門
で
は
県
判
事
9
簿
鼠
9
冒
伽
σ
q
①
の
大
半
が
I
C
S
で
あ
り
、
ま
た
控
訴
審

で
あ
る
各
州
高
等
法
院
の
判
事
に
も
王
C
S
メ
ン
バ
ー
が
存
在
し
た
。
ラ
ー
ジ
の
実
務
遂
行
面
で
の
工
C
S
の
役
割
は
、
か
く
の
如
く
中
枢
的

な
も
の
だ
っ
た
。

5　（5）



（
二
）
　
社
会
的
・
政
治
的
集
団
と
し
て
の
互
C
S

6　（6）

　
I
C
S
は
大
英
帝
国
統
治
組
織
中
の
。
○
壱
ω
島
．
ひ
＝
3
の
一
典
型
例
だ
っ
た
が
、
そ
の
伝
統
を
社
会
的
側
面
か
ら
保
障
し
た
条
件
を
煎
じ
詰

め
て
二
つ
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
高
額
の
サ
ラ
リ
ー
、
そ
し
て
綿
密
な
メ
ン
バ
ー
選
抜
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
二
つ
が
相
寄
っ
て
、
参

入
し
た
者
た
ち
に
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
と
ス
テ
…
タ
ス
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
①
ω
窟
騨
鳥
①
。
o
壱
。
。
集
団
と
し
て
の
一
体
感
と
目
標
の
共
有
、
が
生
じ

③
た
。　

一
八
八
二
年
、
イ
ン
ド
政
庁
内
務
局
は
、
I
C
S
内
一
定
ポ
ス
ト
の
サ
ラ
リ
ー
と
、
本
国
政
府
中
で
ほ
ぼ
そ
れ
に
対
応
す
る
ポ
ス
ト
の
サ
ラ

リ
；
を
比
較
し
つ
つ
、
工
C
S
メ
ン
バ
ー
の
給
与
水
準
に
つ
き
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
殆
ど
の
場
合
同
等
な
い
し
は
工
C
S
の
方
が
水
準
が

高
い
（
以
下
全
て
年
俸
）
。
イ
ン
ド
各
政
庁
局
長
の
給
与
が
二
八
○
○
一
四
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
国
省
庁
局
長
の
給
与
は
二
五
〇

〇
ポ
ン
ド
以
下
。
イ
ン
ド
の
収
税
局
メ
ン
バ
ー
の
給
与
が
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
国
で
こ
れ
に
小
当
す
る
ポ
ス
ト
に
あ

る
大
蔵
省
官
吏
の
場
合
、
最
高
で
も
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
。
本
国
の
司
法
官
の
中
で
イ
ン
ド
の
高
等
法
院
判
事
並
み
の
給
与
を
得
て
い
る
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

実
に
大
法
官
の
み
だ
っ
た
。

　
メ
ン
バ
ー
選
抜
に
つ
い
て
は
試
験
導
入
以
後
も
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
巡
り
議
論
が
戦
わ
さ
れ
、
制
度
的
に
も
曲
折
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
有

名
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
を
経
、
オ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
ッ
ジ
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
た
者
が
最
も
望
ま
し
い
と
す
る
点
で
は
異
論
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
最
良
の
受
験
者
を
試
験
へ
引
寄
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
、
が
問
題
と
さ
れ
た
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
を
経
た
者
を

集
め
る
こ
と
に
は
か
な
り
の
成
功
を
収
め
た
が
、
オ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
ッ
ジ
卒
業
者
の
採
用
は
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
か
っ
た
。
試
験
科
目
の
中

で
は
、
オ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
ッ
ジ
学
生
に
便
宜
を
与
え
る
べ
く
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
・
数
学
が
中
核
に
据
え
ら
れ
、
高
い
配
点
を
与
え
ら
れ

た
も
の
の
、
他
に
現
代
ヨ
ー
μ
ッ
パ
諸
語
や
自
然
科
学
等
の
科
鼠
も
含
ま
れ
て
お
り
、
後
者
は
オ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
ッ
ジ
教
育
で
は
軽
視
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
遠
因
が
あ
っ
た
。
古
典
教
養
以
外
の
科
目
の
学
卒
を
補
う
た
め
、
ク
ラ
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
受
験
準
備
専
門
の
講
師
が
出
現
し
、
そ
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表1．ICS試験合格者が研修を行った大学

計不明
ト
諸

ツ
ド

勢
蝉

ン
の嵩ロンドン

大学
ケンブリ
ッジ

　　　1オ・クスフォード
開始年
　　　ベイリオルその他

14

Q8

Q7

R2

R7

S1

S0

S3

R7

S6

S7

S9

S7

R2

6
7
2
5
5
1
6
2
6
0
1
1
5
0

0
　
　
0
　
　
0
　
　
A
V
　
（
V
　
　
1
　
　
0
　
　
ハ
V
　
　
n
り
　
　
0
　
　
α
V
　
G
　
　
1
　
　
0

0
0
1
4
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1

0
1
0
2
8
6
5
1
0
3
1
3
1
1

－
　
　
Q
》

5
2
1
6
8
1
3
1
6
1
9
2
0
1
9
2
3
1
3

2
　
　
5
　
　
3
　
　
ρ
C
　
810

P2

P6

P0

P0

P4

P4

V
9

F
O
　
ρ
016

P3

P3

P6

W
1
0
4
1
3
9
1
0
9
8

1878

79

W0

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

X0

X1

520
（loe））7

9
4
（

2
ω

）8
3
1
（

）

9
臼
ρ
◎
3
（

155
（30））6

4
2
2
1
（

）
0
7
■
4
2
1
（

　
　

計
％

　
（

（H．Alex哉nder，　Tlte　Rttli7ig　Serva？zts，　P・エ50・よ“J　tiF成。）

も
そ
も
大
学
に
入
学
さ
え
せ
ず
、
ク
ラ
マ
ー
に
つ
い
て
I
C
S
試
験
を

目
指
す
者
ま
で
現
れ
た
。
当
初
の
理
想
か
ら
か
け
離
れ
た
り
ク
ル
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

メ
ソ
ト
の
あ
り
よ
う
に
批
判
が
高
ま
っ
た
た
め
、
イ
ン
ド
担
当
大
臣
ソ

ー
ル
ズ
ベ
リ
の
決
定
に
よ
り
、
一
八
七
八
年
度
試
験
か
ら
従
来
一
＝
歳

で
あ
っ
た
受
験
年
齢
上
限
が
一
九
歳
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
こ
れ

は
ク
ラ
マ
ー
の
介
入
を
阻
止
す
べ
く
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
卒
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

時
点
で
採
用
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
図
し
た
措
置
だ
っ
た
。
た
だ
し
、

合
格
老
は
試
験
後
に
イ
ン
ド
統
治
担
当
者
と
し
て
の
専
門
知
識
（
英
領

イ
ン
ド
の
法
制
度
、
イ
ン
ド
現
地
諸
語
な
ど
）
を
身
に
つ
け
る
た
め
、
イ
ン

ド
省
指
定
の
い
ず
れ
か
の
大
学
で
研
修
を
受
け
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て

お
り
、
表
1
に
見
る
よ
う
に
大
多
数
の
合
格
者
が
オ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
ヅ

ジ
、
と
り
わ
け
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ベ
イ
リ
オ
ル
・
コ
レ
ヅ
ジ
で
こ

　
　
　
　
⑦

れ
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
I
C

S
メ
ン
バ
ー
の
知
的
背
景
に
は
、
あ
る
程
度
の
一
貫
性
が
常
時
存
在
し

た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

　
次
に
我
女
は
、
こ
の
時
期
、
I
C
S
が
い
か
な
る
「
機
関
哲
学
」
を

形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
か
を
考
え
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
機
関
哲
学
と

は
、
あ
る
行
政
学
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
行
政
機
関
の
安
定
的

・
持
続
的
政
策
目
標
と
そ
れ
に
特
微
酌
な
行
動
様
式
の
セ
ッ
ト
、
の
こ

7　（7）



　
　
　
③

と
で
あ
る
。
ラ
ー
ジ
の
展
開
し
た
様
々
な
政
策
を
素
材
と
す
る
近
時
の
多
く
の
実
証
研
究
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
実
態
上
の
政
治
権
力
集

団
と
し
て
の
I
C
S
が
掲
げ
た
大
目
標
は
、
大
反
乱
以
後
の
ス
テ
ー
タ
ス
・
ク
オ
の
維
持
で
あ
り
、
I
C
S
は
こ
の
図
標
達
成
の
た
め
に
、
イ

ン
ド
の
「
近
代
化
」
の
み
な
ら
ず
、
実
は
よ
り
効
果
的
な
植
畏
縮
経
営
さ
え
抑
制
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

　
　
　
　
　
⑨

に
し
つ
つ
あ
る
。
植
民
地
官
僚
制
と
し
て
の
I
C
S
の
任
務
は
、
有
体
に
言
っ
て
、
税
金
の
徴
収
と
法
秩
序
の
維
持
、
こ
れ
に
尽
き
た
。
経
済

分
野
で
の
公
権
力
の
積
極
的
活
動
は
彼
等
の
目
か
ら
見
れ
ば
第
二
義
的
価
値
し
か
有
さ
な
か
っ
た
。
同
時
代
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
官
僚

舗
と
比
較
す
る
と
き
、
王
C
S
が
例
外
的
に
遅
れ
た
機
関
哲
学
を
保
持
し
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。
し
か
し
I
C
S
は
、
本
国
の
政
治
セ

ン
タ
ー
か
ら
は
る
か
に
離
れ
た
巨
大
な
植
民
地
添
弾
に
あ
っ
て
、
余
り
に
強
力
な
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
だ
っ
た
。
植
民
地
政
治
固
有
の
性
質
ゆ
え
に
、

「
世
論
」
や
「
立
法
府
」
か
ら
の
強
力
な
監
視
・
統
制
を
免
れ
、
自
己
完
結
的
な
い
し
は
自
己
満
足
的
な
統
治
目
標
を
定
立
し
、
そ
れ
を
実
践

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
る
可
能
性
が
彼
等
に
は
与
え
ら
れ
て
い
た
。

　
で
は
I
C
S
の
こ
の
よ
う
な
「
哲
学
」
は
、
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
亜
大
陸
全
域
を
ほ
ぼ
手
中
に
納
め
本

格
的
な
植
民
地
経
営
が
開
始
さ
れ
た
一
九
世
紀
初
頭
、
そ
の
在
り
方
を
巡
り
、
統
治
担
当
者
の
申
に
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
」
派
と
「
改
革
」
派

の
対
立
が
生
じ
る
。
前
者
は
W
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
な
ど
を
始
祖
と
す
る
立
揚
で
あ
り
、
イ
ン
ド
文
明
に
も
称
え
ら
れ
る
べ
き
点
は
多
く
、
そ
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

要
素
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
唱
え
た
。
後
者
は
功
利
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
を
基
盤
に
し
、
イ
ン
ド
文
明
に
は
評
価
す
べ
き
と
こ

ろ
な
ど
な
く
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
想
・
捌
度
を
導
入
す
る
こ
と
で
こ
れ
を
善
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
主
張
し
た
。
三
〇
年
代
以
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

改
革
派
の
優
勢
が
決
定
的
に
な
っ
た
。
し
か
し
世
紀
半
ば
、
異
邦
人
支
配
者
と
し
て
の
地
位
を
予
め
約
束
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
教
育
を
受
け
て

き
た
統
治
官
世
代
が
登
場
し
て
く
る
の
に
伴
い
、
エ
C
S
メ
ン
バ
ー
内
で
の
こ
れ
ら
の
思
想
か
ら
の
影
響
力
は
硬
化
し
始
め
、
自
ら
の
存
在
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

神
聖
化
な
い
し
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
心
情
傾
向
が
強
ま
る
。
セ
ポ
イ
反
乱
は
既
に
I
C
S
内
で
有
力
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
様
な
エ
ー
ト
ス

を
結
晶
化
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
。
か
つ
て
の
、
　
一
般
農
民
に
対
し
同
情
的
、
在
来
エ
リ
ー
ト
層
に
対
し
て
は
抑
圧
的
な
姿
勢
に
か
わ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

後
者
へ
の
宥
和
的
傾
向
が
顕
著
に
な
る
。
「
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ギ
リ
ス
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
イ
ン
ド
を
改
革
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
の
意
欲
は
後
退
し
、

8　（8）



イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
指
導
な
し
で
は
永
遠
に
何
事
も
な
し
得
な
い
、
と
の
前
提
が
共
有
さ
れ
る
に
至
る
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
人
種
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

別
の
混
成
物
に
よ
り
う
ー
ジ
の
専
制
支
配
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
成
立
し
た
、
と
言
え
よ
う
。

　
競
争
採
用
の
開
始
に
伴
い
、
自
ら
そ
れ
を
望
む
者
た
ち
が
一
応
「
広
く
自
由
に
扁
I
C
S
へ
参
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
彼
等
受
験
者
側

の
工
C
S
志
望
動
機
は
ど
の
様
な
も
の
だ
っ
た
か
。
自
伝
等
に
見
ら
れ
る
こ
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
を
整
理
し
た
H
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

れ
ば
、
何
と
言
っ
て
も
金
銭
面
で
の
優
遇
、
ゴ
カ
リ
ー
ア
と
し
て
の
安
定
感
・
有
望
さ
が
魅
力
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
I
C
S
は
ジ
ェ
ソ
ト
ル
マ
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表2．エCS試験合格者の抵会的繊自（一父親の職業）

1858

　－1914

　7・590

17．5

（13，5）

　7．5

　4．5

　7．5

　7，0

　5．5

　5．5

　7．5

13，5

　3．0

10．5

　3，0

1909
　　－13

　　690

　　16

（12）

　　4

4
5
6
4
7
1
3
1
3
2
1
4
5

1893

　－97

　690

17
（14）

　3

　4

　4

　9

　5

　4

11

11

　4

18

　4

1858

　－62

1877
　　－81

許
⑧
7
6
萱
7
5
£
・
過

11　ero

27
（23）

　3

　3

　8

　6

10

｝ 4

7

8

13

　地主・資産家

　聖　職　者
（うち国教会所属）

　本國政府官僚
1

軍

法

医

教

c s

人

曹

師

師

　その他の専門職

　商・工業者
農業家・プランター

　そ　の　他
　イ　ソ　ド人

（C，　Dewey．　“The　Educat1on　of　a　Ruling　Caste：　The　lndian

Civil　Service　in　the　Era　of　Competitive　Examination”，　Eftglish

Historical　Rcview，88，1973，　p．284．及びH、　Alexander、　Tlee

Rulin8　Sc7vants，　P．131．より作成。）

ン
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
得
る
名
誉
あ
る
職
業
と
な
り
、
そ
こ
で
の
出

世
競
争
に
勝
ち
抜
け
ば
「
大
英
帝
国
」
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト

へ
の
上
昇
が
可
能
で
あ
っ
た
し
、
叙
勲
・
叙
爵
す
ら
望
む
こ
と
が
で
き

た
。
表
2
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
I
C
S
参
入
者
の
父
親
は
知
的
専
門

職
を
主
体
と
し
な
が
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
中
産
階
級
に
ま
ん
べ
ん
な

く
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
巨
額
の
財
産
は
持
た
ぬ
が
、
高
度
の
学
歴
な
い

し
学
力
を
有
し
、
そ
れ
を
武
器
と
し
て
植
民
地
と
い
う
舞
台
で
社
会
的

上
昇
を
図
ろ
う
と
す
る
ア
ッ
パ
i
一
・
・
ド
ル
出
身
の
青
年
た
ち
、
と
い

う
姿
が
描
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
一
九
世
紀
後
半
の
I
C
S
は
、
こ
れ
を

政
治
的
・
社
会
的
側
面
か
ら
見
る
と
き
、
一
個
の
強
力
な
利
益
集
団
と

化
す
素
地
を
十
分
に
備
え
て
い
た
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
1
C

S
シ
ス
テ
ム
中
の
「
利
益
偏
は
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
そ
の
内
部
で
激
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
派
閥
対
立
・
昇
進
争
い
を
演
じ
さ
せ
る
一
方
、
外
部
か
ら
の
脅
威
が
　
9



迫
っ
た
と
き
に
は
メ
ン
バ
ー
が
強
固
に
凝
集
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
は
ず
で
あ
る
。

①
　
一
九
四
七
年
の
邸
・
パ
分
離
独
立
に
至
る
ま
で
英
園
は
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
対
し

　
一
貫
し
て
官
僚
制
的
徽
民
地
支
配
を
行
う
。
U
・
勺
。
簿
①
び
、
．
十
二
唱
9
〈
曾
碧
6
学

　
欝
σ
q
o
ρ
匿
些
Φ
劉
邑
o
h
O
9
睾
一
巴
厨
き
§
δ
0
霧
Φ
o
囲
夢
o
H
．
ρ
ω
．
、
、
b

　
§
黛
ミ
謬
臥
的
柴
戸
偽
貯
§
＄
↓
み
、
同
宕
Q
。
㌧
や
や
幽
◎
。
あ
・

②
　
類
．
と
。
×
撃
。
＆
①
び
§
馬
引
ミ
暗
明
恥
恥
ミ
、
ミ
遣
琉
§
恥
㌧
“
ミ
誉
§
9
e
噛
N
的
ミ
ミ
8

　
N
偽
N
㍗
信
い
。
晒
℃
『
P
夢
①
臨
ω
魑
q
三
〈
．
o
｛
の
曳
α
ま
ざ
ち
ミ
、
や
唱
’
刈
占
O
．

⑧
o
や
謁
．
O
o
窪
8
”
、
、
門
雲
影
蝕
霞
9
＜
二
の
2
≦
8
、
、
層
9
ミ
象
S
。
養
曙

　
葡
ミ
爵
竃
㌔
お
継
、
一
曾
ω
噛

④
細
し
り
唱
雪
σ
q
撃
σ
驚
σ
q
、
切
ミ
蹄
薔
勲
詫
§
ミ
ミ
遷
§
窓
ミ
3
9
§
虞
砺
、
。
§
黛

　
§
乳
輔
ぎ
ト
◇
い
こ
雪
燃
ぎ
ト
ミ
。
岩
算
O
？
・
蓑
零
曙
℃
固
需
①
い
や
ワ
覇
1
Φ
。

⑤
①
．
α
q
．
〉
ぎ
曙
ヨ
。
郁
ρ
．
．
O
o
旨
℃
糞
婆
く
。
同
多
日
貯
㊤
鼠
。
コ
ρ
直
島
普
。
Ω
＜
＝

　
o
D
霞
二
8
、
、
、
俘
ミ
ミ
ミ
ミ
馳
ミ
穏
斜
一
器
”
島
民
N
ワ
器
圃
．

⑥
村
岡
健
次
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
政
治
と
社
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

　
八
○
、
　
一
四
五
一
七
頁
参
照
。
こ
れ
以
後
資
格
年
齢
上
限
が
再
度
引
き
上
げ
ら

　
れ
た
一
八
九
一
一
年
ま
で
の
一
四
年
間
は
、
I
C
S
選
任
政
策
史
上
最
も
問
題
の
多

　
い
時
期
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
鈴
ピ
薯
。
葺
O
。
執
§
帖
ミ
9
¢
畿
⑦
ミ
駕
§
”
『
ぎ

　
蟄
鳶
ミ
§
ミ
ミ
↓
籍
画
9
駄
9
磯
ミ
O
ミ
§
帖
ミ
ミ
職
ミ
恥
思
卜
奪
粛
～
ミ
蚤
ぎ
ミ
ミ
ミ

　
ミ
ミ
効
§
壽
轟
お
0
9
℃
●
Q
。
り
．

⑦
ベ
イ
リ
オ
ル
の
学
寮
長
B
・
ジ
ョ
ゥ
エ
ヅ
ト
を
仲
立
ち
と
し
て
の
工
C
S
と
オ

　
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
蜀
・
ω
》
・
ヨ
。
鼠
。
。
㌧
O
ミ
す
ミ
ミ
ミ

　
奪
落
ミ
」
§
馬
卜
蕊
“
卜
。
無
9
椅
§
隔
お
。
。
9
署
．
㊤
占
N
・
。
。
。
－
。
。
9
一
。
。
Φ
屯
b
。
．
を
参

　
照
。

⑧
真
淵
勝
「
火
蔵
省
主
税
局
の
機
関
哲
学
」
『
レ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ン
』
四
、
　
～
九
八

　
九
、
四
三
頁
。

⑨
宍
タ
δ
a
ヨ
田
ゴ
．
．
回
堂
塔
嵩
銭
騎
旨
㊤
a
国
。
8
0
ヨ
一
。
U
⑦
＜
匹
。
℃
旨
Φ
簿
”
節
μ
σ
Q
，

　
智
昌
9
8
げ
①
⇔
多
望
a
ω
欝
け
①
ρ
四
瓢
α
H
昌
α
貯
写
植
①
賭
一
昌
Φ
け
①
窪
臼
O
o
ロ
ε
曙
”
．
M

　
謁
跨
ミ
§
壽
§
肉
8
鰯
～
§
乱
“
気
無
。
遣
”
N
一
紙
8
や
H
激
．

⑩
謬
言
葺
。
三
昼
↓
ぎ
ミ
段
心
隔
§
鼠
、
ミ
～
触
§
§
§
”
じ
む
庚
ミ
客
N
↓
愚
ミ
価
ミ
画
讐

　
量
N
隷
ミ
3
同
8
8
や
誌
㊤
■

⑪
　
松
井
透
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
イ
ン
ド
論
と
イ
ン
ド
統
治
論
」
『
東
洋

　
文
化
研
桝
究
所
個
紀
要
駈
四
四
、
　
一
九
六
七
。

⑫
甲
ω
8
冒
。
。
。
㌧
§
恥
奪
碍
識
思
q
W
ミ
ミ
篭
ミ
諾
ミ
ミ
旨
ミ
ミ
」
一
㊤
8
い
〉
凸
国
ヨ
町
8
㌧

　
O
漸
職
乱
携
9
§
9
職
ミ
ミ
切
蔑
鮎
砲
座
沁
袋
魯
一
碧
N
凄
ミ
3
目
Φ
O
b
Q
叫
鋭
0
9
＝
①
昌
に
O
さ
§
§

　
⑦
ぎ
嵩
§
O
o
器
§
ぴ
ミ
雪
、
抵
O
§
帖
§
G
ミ
超
誉
ぎ
冨
恥
切
違
画
畑
鼠
亀
§
§
㌣

　
恥
ミ
徴
。
誌
、
嵐
。
。
8
1
謎
。
。
釣
お
Q
。
メ
や
℃
．
嵩
1
ω
・

⑬
訟
醇
。
｝
旨
ρ
愚
．
ミ
■
、
℃
襲
一
．

⑭
H
．
囚
巨
p
、
、
毛
涜
8
ぐ
ω
津
。
ぐ
①
ぞ
舘
、
、
丸
起
蝕
§
§
§
§
・
・
母
」
9
ミ
の
。
翫
ミ

　
窪
無
。
曙
癖
馬
ミ
ミ
。
㌧
刈
I
N
ド
リ
『
O
■

⑮
》
「
H
〈
■
○
意
婁
ヒ
己
ミ
§
§
Q
月
。
蔭
§
職
＆
卜
§
ミ
℃
窪
§
守
ミ
q
｝
ミ
ミ
9
憶

　
智
ミ
自
哨
ミ
鱒
も
鈎
§
、
嵩
助
O
点
題
舗
お
↓
Q
。
知
℃
℃
．
鐸
ω
ム
．

⑯
　
あ
る
種
の
「
文
明
化
の
使
命
感
」
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。
〉
♂
舜
＆
①
さ
§
．

　
職
燃
‘
℃
や
＝
？
卜
。
㊤
。
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第
二
章
イ
ン
ド
人
新
申
聞
層
の
出
現

一
八
五
七
年
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
カ
ル
カ
ッ
タ
、
ボ
ン
ベ
イ
、
マ
ド
ラ
ス
に
そ
れ
ぞ
れ
大
学
が
設
立
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
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式
高
等
教
育
が
イ
ン
ド
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け
い
れ
ら
れ
た
か
は
、
そ
れ
自
体
興
味
深
い
テ
ー
マ
だ
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
目
的
に

直
接
か
か
わ
る
と
こ
ろ
に
だ
け
絞
り
た
い
。
設
立
後
世
半
世
紀
を
経
た
一
八
八
二
年
、
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
の
あ
る
委
員
会
が
提
出
し
た
報
告
書

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
西
洋
式
教
育
は
、
三
大
学
を
そ
の
守
護
者
と
し
て
十
分
に
イ
ン
ド
に
根
付
い
て
お
り
、
官
界
や
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

的
専
門
職
で
栄
達
を
遂
げ
る
た
め
の
パ
ス
ポ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。
」

　
一
八
五
八
…
八
一
年
期
の
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
卒
業
生
一
七
〇
一
名
を
追
跡
調
査
し
た
B
・
コ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
彼
等
の
就
い
た
職
業
の
範
囲

は
極
め
て
狭
い
。
法
曹
、
公
務
員
、
教
職
者
を
合
わ
せ
る
と
、
全
体
の
七
六
・
一
％
に
達
し
、
そ
の
中
で
植
民
地
政
庁
を
雇
用
主
と
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
全
体
で
占
め
る
比
率
は
、
三
一
・
五
％
に
及
ぶ
。
ラ
ー
ジ
成
立
以
来
、
武
官
部
門
の
セ
ポ
イ
兵
と
同
様
、
植
民
地
統
治
機
梅
内
に
は
多
数
の

イ
ン
ド
人
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
植
民
地
政
庁
の
手
足
と
な
り
、
そ
の
意
図
を
十
分
に
理
解
し
て
機
能
す
る
現
地
人
下
級
官
吏
へ
の
需
要
が
そ

図1．植民地政庁下級官僚の宗派・人種別割合
　　　　　　（2，588名，　1886年）

　土着ヨーロッパ人・ユーラシアン（4％）　　　その他
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も
そ
も
存
在
し
、
三
大
学
は
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
卒
業
生
た
ち
の
こ

の
よ
う
な
動
向
は
、
既
定
方
針
通
り
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　
か
く
て
イ
ギ
リ
ス
式
教
育
は
、
植
民
地
社
会
に
創
出
さ
れ
た
雇
用
市
場
と
結
び
付
く
形
で
、
新

た
な
社
会
階
層
を
成
立
さ
せ
る
。
激
越
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
も
、
こ
の
新
階
層
の
成
長
を
意
識
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

お
り
、
郷
楡
を
込
め
て
門
バ
ブ
ー
扁
（
「
旦
那
」
と
言
う
ほ
ど
の
意
味
）
と
呼
び
始
め
て
い
た
。

　
し
か
し
こ
の
新
階
層
は
、
既
存
の
イ
ン
ド
社
会
か
ら
全
く
断
絶
し
、
ラ
ン
ダ
ム
に
選
抜
さ
れ
て

成
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
人
大
学
生
た
ち
は
、
貴
族
な
い
し
は
極
度
の
上
流
家
系

の
出
で
は
な
か
っ
た
が
、
相
対
的
に
言
え
ば
社
会
的
・
経
済
的
に
上
層
に
位
置
す
る
家
系
の
出
身

者
で
あ
り
、
宗
教
的
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、
と
り
わ
け
そ
の
ハ
イ
・
カ
ー
ス
ト
に
属
す
者
が
圧
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
多
数
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
図
1
は
、
一
八
八
六
年
時
点
で
の
イ
ン
ド
全
土
の
下
級
官
僚
た

ち
の
宗
派
・
人
種
別
内
訳
、
及
び
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
下
級
官
僚
の
中
で
の
カ
ー
ス
ト
別
内
訳
を
示
す
が
、

1エ（11）



ブ
ラ
ー
フ
マ
ソ
、
カ
ー
ヤ
ス
タ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
ラ
！
ジ
の
下
部
に
位
置
す
る
新
エ
リ
ー
ト
の
過
半
数
を
供
給
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
事
情
の
中
に
新
中
間
層
を
攻
撃
す
る
た
め
の
糸
口
を
冤
出
す
で
あ
ろ
う
。

　
イ
ン
ド
人
大
学
生
中
の
成
績
優
秀
者
に
人
気
が
高
か
っ
た
職
業
は
、
弁
護
士
、
大
学
教
授
、
そ
し
て
I
C
S
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
受
験
に

際
し
生
じ
る
幾
多
の
障
害
ゆ
え
に
、
イ
ン
ド
人
が
I
C
S
試
験
に
合
格
す
る
可
能
性
は
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。

　
一
九
世
紀
後
半
の
I
C
S
イ
ン
ド
化
問
題
停
滞
は
、
イ
デ
オ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
に
大
き
く
捉
え
れ
ば
、
ラ
ー
ジ
の
保
守
的
空
気
の
醸
成
と
い
う

脈
絡
の
中
で
一
応
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
大
反
乱
以
前
の
改
革
的
志
向
が
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
何
等
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

イ
ン
パ
ク
ト
が
及
べ
ば
、
そ
れ
に
呼
応
し
得
る
部
分
も
残
っ
て
い
た
。
S
・
ゴ
パ
ー
ル
は
、
八
○
年
代
、
自
由
党
内
閣
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
総

督
が
続
い
た
時
期
（
リ
ポ
ソ
、
ダ
フ
ァ
リ
ソ
）
の
施
策
を
、
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
的
自
由
主
義
の
イ
ン
ド
へ
の
導
入
と
し
て
捉
え
、
「
リ
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ラ
ル
の
実
験
漏
と
名
付
け
た
が
、
実
験
は
統
治
シ
ス
テ
ム
の
機
軸
で
あ
る
I
C
S
に
関
し
て
も
企
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

①
　
野
O
o
a
o
量
切
ミ
喪
㍗
§
恥
≧
ミ
帖
§
ミ
縁
“
き
哩
§
§
山
江
謡
点
ミ
9
一
㊤
隠
㌔

唱
』
1
。
。
’

②
じ
ヴ
．
O
o
ゴ
℃
．
、
口
。
。
2
沖
ヨ
①
簿
。
囲
聾
旨
①
。
・
貯
H
鵠
a
p
5
α
曾
じ
尊
江
戸
ω
7
男
巳
¢
、
、
隔

一
『
好
謹
勇
気
8
〈
陣
〉
●
目
¢
O
o
戸
巴
‘
肉
顔
弓
偽
言
O
睾
愚
＆
ミ
四
竃
騎
。
職
ミ

9
秘
ミ
慧
ミ
勘
§
㌧
6
圃
9
℃
■
謀
ド

⑧
》
．
O
お
8
σ
費
σ
q
g
§
馬
し
ロ
ミ
執
罫
N
9
ミ
鷺
ミ
賊
“
ミ
§
箆
9
曲
（
§
§
、
書

　
円
形
養
ミ
遷
ミ
N
睾
愚
ミ
篤
ミ
帖
防
§
、
N
題
？
N
＆
9
ド
リ
O
P
℃
や
心
Q
。
ふ
一
■

④
　
旨
冨
。
Ω
口
貯
ρ
§
恥
§
蕊
↓
硲
＆
a
O
o
ご
噛
鼠
ミ
ミ
噛
民
層
這
9
§
ミ
ミ
帖
噌
恥

　
的
ミ
魯
ミ
暮
馬
象
ミ
蟻
ミ
罫
§
G
象
ミ
ミ
3
N
象
N
I
N
。
。
象
㌧
冨
Q
。
q
。
。

⑤
　
旨
寄
切
δ
o
ヨ
審
δ
層
尉
ミ
恥
G
o
“
ミ
帖
無
§
斜
㌧
ミ
ミ
N
首
鼠
恥
熔
」
8
き
§
§
ミ

　
9
ミ
裳
熔
し
ロ
ミ
碗
ミ
、
一
Φ
①
Q
。
「
℃
や
b
。
7
ω
．

⑥
ω
．
O
o
饗
r
切
庚
ミ
怨
、
o
調
遷
帖
9
い
N
ミ
討
嵐
。
。
い
。
。
1
竜
O
漁
H
㊤
①
α
㌧
℃
や
嵩
①
1
㊤
．

　
　
　
　
　
　
①
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第
三
章
　
イ
ン
ド
人
I
C
S
第
一
世
代
の
登
場
と
イ
ル
バ
i
卜
法
案
騒
動

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
発
　
　
　
端

　
一
八
六
八
年
、
R
・
C
・
ダ
ッ
ト
、
B
・
L
・
グ
プ
タ
、
S
・
パ
ネ
ル
ジ
ー
の
三
名
の
ベ
ン
ガ
ル
人
青
年
が
I
C
S
試
験
に
参
加
す
る
た
め

に
ロ
ソ
ド
ソ
へ
向
か
っ
た
。
三
名
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
て
試
験
準
備
を
行
い
、
翌
六
九
年
揃
っ
て
合



一八八○年代英領インドにおける植民地官僚擬改革問題について（本田）

格
す
る
。
既
に
六
四
年
、
S
・
N
・
タ
ゴ
ー
ル
が
イ
ン
ド
人
と
し
て
初
め
て
I
C
S
へ
の
参
入
を
果
た
し
て
い
た
が
、
彼
等
の
合
格
は
そ
れ
以

来
だ
っ
た
。
三
竿
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
の
二
年
間
の
研
修
の
後
イ
ン
ド
へ
戻
り
、
Σ
C
S
と
し
て
の
経
歴
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
し
か

し
パ
ネ
ル
ジ
ー
は
任
詩
話
一
年
で
、
通
常
な
ら
ば
罰
責
処
分
で
済
ま
さ
れ
る
程
度
の
ミ
ス
を
理
由
に
免
宮
さ
せ
ら
れ
る
。
以
後
彼
は
、
在
野
の

教
育
者
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
活
動
家
と
し
て
の
道
を
歩
む
。
他
方
、
グ
プ
タ
、
ダ
ッ
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
部
門
、
行
政
部
門
で
順
調
に
昇
進

を
遂
げ
、
八
二
年
に
は
、
グ
プ
タ
は
カ
ル
カ
ッ
タ
管
区
今
市
の
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
、
ダ
ッ
ト
は
バ
ラ
ソ
ー
ル
県
の
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
兼
微
税
官

代
行
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
い
た
。

　
こ
の
年
イ
ン
ド
で
は
新
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
が
企
て
ら
れ
、
慣
例
に
従
い
、
I
C
S
メ
ン
バ
～
全
員
に
対
し
新
立
法
に
つ
い
て
の
自
由
な
意

見
具
申
が
求
め
ら
れ
た
。
グ
プ
タ
は
同
年
一
月
ベ
ン
ガ
ル
政
庁
に
宛
て
覚
書
き
を
提
出
、
新
立
法
の
も
と
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
イ
ギ
リ
ス
臣
民

を
被
告
と
し
て
裁
判
を
行
う
権
限
が
イ
ン
ド
人
賦
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
判
事
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
抗
議
し
て
い
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
イ
ギ
リ
ス
臣
民
を
被
告
と
す
る
裁
判
は
、
自
身
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
治
安
判
事
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
セ
ッ

シ
ョ
ン
ズ
判
事
、
県
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
は
自
動
的
に
治
安
判
事
に
任
命
さ
れ
た
）
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
少
数
な
が
ら
I
C
S
参
入
に
成
功
し
た
イ
ン
ド

人
文
官
第
一
世
代
が
県
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
判
事
の
ポ
ス
ト
に
近
付
き
つ
つ
あ
っ
た
。
グ
プ
タ
の
意
思
表
示
を
裏
で
後
押
し
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
い
た
の
は
実
は
ダ
ッ
ト
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
三
月
、
ベ
ン
ガ
ル
政
庁
は
グ
プ
タ
の
覚
書
き
を
イ
ン
ド
政
庁
へ
転
送
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
同
提
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
各
州
政
庁
に
求

め
ら
れ
た
が
、
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
マ
ド
ラ
ス
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
、
ビ
ル
マ
、
中
央
州
の
諸
政
庁
は
差
別
の
全
面
撤
廃
に
賛
成
。
ボ
ン

ベ
イ
、
ア
ッ
サ
ム
、
北
西
州
は
、
少
な
く
と
も
県
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
判
事
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
被
告
と
し
て
裁
判
す
る
権

限
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
述
べ
た
。
明
瞭
に
反
対
し
た
の
は
ク
ー
ル
グ
政
庁
の
み
だ
っ
た
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
た
と
判
断
し
た
リ

ボ
ン
は
こ
れ
を
総
督
行
政
参
事
会
の
審
議
に
付
し
、
二
つ
の
方
針
の
う
ち
、
ア
ッ
サ
ム
、
北
西
州
政
庁
解
答
の
方
向
を
取
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。
法
案
起
草
者
は
行
政
参
事
会
中
の
法
務
担
当
メ
ン
バ
ー
、
C
・
P
・
イ
ル
バ
ー
ト
で
あ
り
、
法
案
は
彼
の
名
を
と
り
、
「
イ
ル
バ
ー
ト
法

13　（13）



案
」
と
通
称
さ
れ
る
。
同
年
九
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

本
国
の
イ
ン
ド
担
当
大
臣
宛
て
送
付
さ
れ
た
。

（
二
）
　
植
民
地
に
対
す
る
権
力
の
力
学

14 （14）

　
こ
こ
で
時
間
を
、
リ
ポ
ソ
が
イ
ン
ド
総
督
に
任
命
さ
れ
た
一
八
八
○
年
ま
で
後
戻
り
さ
せ
た
い
。
同
年
選
挙
で
の
自
由
党
の
勝
利
に
よ
り
、

第
二
次
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ソ
内
閣
が
成
立
す
る
。
第
二
次
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
保
守
党
内
閣
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
イ
ン
ド
総
督
リ
ヅ
ト
ン
の
在
任
期

（
七
六
－
八
○
）
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
イ
ン
ド
へ
の
使
命
感
が
高
揚
し
て
い
た
の
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
統
治
権
力
に
対
し
批
判
的
ス
タ
ン
ス

を
取
る
こ
と
の
多
い
イ
ン
ド
現
地
語
紙
を
抑
圧
す
べ
く
リ
ッ
ト
ン
が
制
定
し
た
現
地
語
出
版
法
を
、
下
院
に
お
い
て
厳
し
く
弾
劾
し
、
第
二
次

ア
フ
ガ
ン
戦
争
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
ド
民
衆
の
富
と
力
が
不
正
な
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
、
と
批
判
し
た
。
従
っ
て
リ
ッ
ト
ン
に
替

え
て
新
た
に
任
命
さ
れ
る
総
督
に
は
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
代
理
人
と
し
て
の
性
格
が
強
く
要
請
さ
れ
て
お
り
、
結
局
登
場
し
た
の
が
リ
ボ
ン
だ

　
④つ

た
。
イ
ル
バ
…
ト
法
案
以
外
で
の
リ
ボ
ン
の
内
政
面
で
の
改
革
の
企
て
と
し
て
は
、
ω
現
地
語
出
版
法
撤
園
、
②
武
器
法
修
正
、
㈲
地
方
自

治
制
度
改
革
、
等
が
あ
る
。
し
か
し
、
ω
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
イ
ン
ド
人
の
火
器
所
有
を
制
限
す
る
規
定
を
修
正
し
よ
う
と
し
た
②
は
工

C
S
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
阻
ま
れ
て
挫
折
し
、
新
中
間
層
の
統
治
へ
の
参
加
を
前
進
さ
せ
る
た
め
地
方
自
治
の
揚
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
ま
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

う
と
し
た
㈲
も
、
運
用
面
で
の
一
C
S
県
担
当
富
た
ち
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
り
さ
し
た
る
成
果
を
生
み
出
し
得
な
か
っ
た
。

　
従
来
、
リ
ポ
ソ
時
代
の
実
質
的
成
果
の
乏
し
さ
は
、
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
問
題
で
象
微
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
リ
ボ
ン
の
「
軽
率
さ
」
「
性
格
の
弱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
扁
に
起
因
し
た
、
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
一
八
八
O
年
代
の
英
帝
国
の
統
治
構
造
の
中
で
イ
ン
ド
総
督
職
が
嵌

め
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
性
格
か
ら
し
て
、
例
え
そ
こ
に
ど
の
様
な
人
物
が
座
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
政
治
「
理
念
」
を
そ
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ま
の
形
で
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
ラ
ー
ジ
の
意
思
決
定
が
行
わ
れ
た
枠
組
み
を
瞥
見
し
よ
う
。

　
東
イ
ン
ド
会
社
を
消
滅
さ
せ
イ
ン
ド
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
支
配
権
が
イ
ン
ド
担
当
大
臣
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
る
旨
定
め
た
一
八
五
八

年
イ
ン
ド
統
治
法
は
、
イ
ン
ド
担
当
大
臣
に
、
総
督
を
含
む
イ
ン
ド
現
地
の
統
治
官
全
書
に
対
し
命
令
を
下
す
権
力
、
及
び
イ
ン
ド
統
治
に
関
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心
し
て
本
国
で
な
し
得
る
全
て
の
業
務
を
処
理
す
る
権
限
を
与
え
た
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
八
○
年
代
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
ド
統
治
の
二
つ
の
ヘ

ッ
ド
ク
オ
ー
タ
ー
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
と
カ
ル
カ
ッ
タ
の
間
で
、
指
揮
命
令
関
係
を
巡
り
一
連
の
角
逐
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
結
論
だ
け
を
言
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ぱ
、
五
八
年
法
の
趣
旨
を
実
現
す
る
形
で
、
イ
ン
ド
省
は
イ
ン
ド
政
庁
に
対
し
究
極
的
に
は
優
越
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
八
○
年
代
に
入
る
と
イ
ン
ド
省
は
そ
の
組
織
面
で
も
充
実
の
兆
し
を
見
せ
始
め
る
。
東
イ
ン
ド
会
社
の
遺
綱
が
漸
く
清
鋒
さ
れ
、
複
数
の
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

局
が
定
着
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
セ
ク
レ
タ
リ
ー
が
指
揮
し
た
。
イ
ン
ド
省
官
僚
一
般
の
政
策
形
成
・
評
価
能
力
も
向
上
し
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し

本
稿
の
文
脈
で
は
、
五
八
年
法
に
よ
り
イ
ン
ド
省
と
等
時
に
成
立
し
た
イ
ン
ド
担
当
大
臣
の
補
佐
機
関
、
イ
ン
ド
参
事
会
が
注
疏
さ
れ
る
。
参

事
会
員
一
五
名
の
う
ち
一
二
名
が
イ
ン
ド
在
勤
経
験
者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
（
王
C
S
・
O
B
七
名
、
退
役
イ
ン
ド
駐
留
軍
人
豊
野
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

イ
ン
ド
統
治
の
細
部
に
疎
い
大
臣
の
た
め
、
専
門
家
集
団
と
し
て
助
力
を
行
わ
せ
る
と
い
う
の
が
法
の
趣
旨
だ
っ
た
。

　
参
事
会
の
主
務
は
イ
ン
ド
省
と
イ
ン
ド
政
庁
の
閥
で
交
わ
さ
れ
る
公
文
書
を
検
討
、
評
価
、
作
成
助
力
す
る
こ
と
で
あ
り
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ヴ
を
発
揮
す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
大
臣
は
外
交
案
件
・
要
秘
密
保
持
案
件
に
関
し
て
は
参
事
会
を
無
視
し
て
行
動
で
き
る
な

ど
、
参
事
会
の
パ
ワ
ー
に
は
明
確
な
限
界
が
あ
っ
た
。
し
か
し
大
臣
の
発
す
る
指
令
は
原
則
的
に
は
全
て
参
事
会
に
送
付
さ
れ
活
発
な
論
議
の

対
象
と
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
メ
ン
バ
ー
の
半
数
近
く
を
占
め
た
I
C
S
・
O
B
は
、
州
政
庁
責
任
者
な
い
し
は
総
督
行
政
参
事
会
メ
ン
バ
ー

の
ポ
ス
ト
を
経
験
し
た
上
で
本
国
に
帰
還
し
た
者
た
ち
ぽ
か
り
で
あ
り
、
い
わ
ば
エ
リ
ー
ト
中
の
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
。
装
飾
的
諮
問
機
関
で
は

な
く
、
一
定
の
権
限
と
そ
れ
を
行
使
し
う
る
能
力
を
備
え
た
実
力
機
関
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
参
事
会
は
、
政
策
を
発
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
な
い
し
妨
害
す
る
こ
と
は
十
分
に
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　
イ
ン
ド
担
当
大
臣
、
イ
ン
ド
参
事
会
、
イ
ン
ド
省
を
取
り
巻
く
本
藍
政
界
の
状
況
は
ど
の
よ
う
だ
っ
た
か
。
ロ
ン
ド
ン
に
所
在
し
、
内
閣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

構
成
す
る
純
然
た
る
一
個
の
官
庁
で
あ
り
な
が
ら
、
「
伏
魔
殿
」
と
も
呼
ば
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
イ
ン
ド
省
が
漂
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
と

し
て
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
本
国
議
会
の
イ
ン
ド
統
治
へ
の
関
心
が
そ
の
前
後
の
時
代
に
比
べ
低
調
だ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
げ
ら
れ
な
け
れ

　
　
　
　
⑬

ぱ
な
ら
な
い
。
菓
イ
ン
ド
会
社
時
代
、
会
社
の
イ
ン
ド
で
の
行
動
は
議
会
に
よ
り
比
較
的
詳
細
に
監
視
さ
れ
て
い
た
。
会
社
特
許
状
法
が
二
〇
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年
お
き
に
更
新
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
都
度
議
会
に
イ
ン
ド
統
治
に
関
す
る
特
別
調
査
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
ラ
ー
ジ
の
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ホ
ー
ル
が

行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
会
社
消
滅
後
、
議
会
の
イ
ン
ド
統
治
へ
の
関
心
が
低
下
し
が
ち
だ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、

会
社
統
治
時
代
以
来
、
イ
ン
ド
政
策
に
関
し
て
は
本
国
の
政
党
間
の
対
立
を
持
ち
込
む
べ
き
で
は
な
い
と
の
一
種
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
政
界
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

中
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
、
議
会
の
関
心
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
結
果
に
つ
な
が
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
イ
ン
ド
省
側
も
、
自
ら
の
周
り
に
見
え
ざ
る
垣
根
を
築
き
上
げ
て
い
た
。
イ
ン
ド
省
窟
僚
は
、
議
会
の
調
査
意
欲
を
刺
激
す
る
こ
と
を
回
避

す
る
た
め
、
意
図
的
に
議
会
へ
の
情
報
の
流
入
を
抑
え
よ
う
と
し
、
議
会
に
よ
る
担
当
大
臣
と
総
督
の
間
の
交
信
録
の
検
査
も
巧
妙
に
妨
害
さ

　
⑮

れ
た
。
イ
ン
ド
省
に
対
す
る
統
制
を
困
難
に
し
た
要
因
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
本
国
費
の
存
在
も
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
植

民
地
イ
ン
ド
か
ら
英
本
国
へ
送
金
さ
れ
る
一
種
の
貢
納
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
担
当
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
省
関
係
者
の
サ
ラ
リ
ー
全
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ま
た
イ
ン
ド
省
そ
の
も
の
の
運
営
経
費
が
、
こ
れ
に
よ
り
賄
わ
れ
た
。

　
か
く
て
一
九
世
紀
後
半
期
の
イ
ギ
リ
ス
の
対
イ
ン
ド
統
治
政
策
は
、
案
件
の
内
容
に
よ
っ
て
は
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
の
当
事
者
の
中
で
の

み
決
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
権
力
の
力
学
を
考
え
る
座
標
と
し
て
は
、
本
国
と
出
先
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
省
と
イ
ン
ド

政
庁
と
い
っ
た
対
抗
軸
だ
け
で
な
く
、
大
臣
・
総
督
を
含
め
た
本
国
の
政
治
家
層
と
、
I
C
S
と
い
う
名
の
特
殊
に
し
て
強
力
な
官
僚
制
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

で
の
、
対
立
・
同
盟
の
可
能
性
を
も
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
議
会
の
イ
ン
ド
へ
の
関
心
が
乏
し
い
中
、
帝
国
宰
相
グ
ラ
ッ
ド
ス

ト
ソ
が
何
等
か
の
事
情
か
ら
ラ
ー
ジ
に
介
入
し
よ
う
と
せ
ず
、
ま
た
イ
ン
ド
担
当
大
臣
が
イ
ン
ド
の
事
情
に
疎
い
新
任
で
あ
る
と
き
、
帝
国
の

パ
ワ
ー
・
セ
ン
タ
ー
に
強
力
な
橋
頭
塗
を
保
持
す
る
植
民
地
官
僚
集
団
が
、
彼
等
に
と
っ
て
は
「
上
司
」
で
あ
る
と
同
時
に
部
外
者
に
す
ぎ
な

い
イ
ン
ド
総
督
の
指
導
す
る
あ
る
政
策
に
よ
リ
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
危
う
く
さ
れ
る
と
判
断
し
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
動
く

で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
一
八
八
二
年
一
二
月
、
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
は
イ
ン
ド
参
事
会
の
承
認
を
受
け
、
後
は
現
地
の
総
督
立
法
参
事
会
で
可
決
さ
れ
る
の
を
待
つ
だ

け
と
な
っ
た
。
同
月
、
イ
ン
ド
担
当
大
臣
が
ハ
ー
テ
ィ
ン
ト
ン
か
ら
キ
ン
バ
レ
ー
へ
交
替
し
、
そ
の
丁
度
一
月
後
、
政
務
次
宮
も
エ
ン
フ
ィ
ー
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ル
ド
か
ら
」
・
ク
ロ
ス
へ
交
替
し
た
。

　
翌
八
三
年
二
月
、
刑
事
訴
訟
法
修
正
案
は
総
督
立
法
参
事
会
に
提
出
さ
れ
る
。
参
事
業
で
の
議
論
は
漏
ら
さ
ず
報
道
さ
れ
た
が
、
妾
初
、
同

法
案
に
対
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
（
本
稿
で
は
イ
ン
ド
在
住
民
間
イ
ギ
リ
ス
人
、
の
意
で
用
い
る
）
か
ら
の
反
応
は
鈍
か
っ
た
。
法
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
対
し
第
一
撃
を
放
っ
た
の
は
本
国
の
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ズ
紙
で
あ
り
、
思
い
も
よ
ら
ず
本
国
で
上
が
っ
た
火
の
手
は
、
比
較
的
冷
静
な
対

応
を
見
せ
て
い
た
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
系
新
聞
へ
一
気
に
燃
え
広
が
り
、
イ
ン
ド
全
土
、
と
り
わ
け
カ
ル
カ
ッ
タ
で
、
激
し
い
反
イ
ル

バ
ー
ト
法
案
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
開
始
さ
れ
た
。
ア
ソ
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
社
会
全
体
が
集
団
ヒ
ス
テ
リ
ー
状
態
に
陥
り
、
騒
乱
は
同
年
末
ま

で
続
く
。

　
騒
動
期
聞
申
ア
ソ
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
、
イ
ン
ド
人
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
人
種
的
侮
辱
を
繰
り
返
し
、
後
者
に
ラ
ー
ジ
へ
の
不
信

感
を
う
え
付
け
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
言
動
は
、
支
配
人
種
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
付
け
ら
れ
た
た
め
ば

か
り
で
は
な
く
、
主
と
し
て
は
む
し
ろ
、
法
案
が
も
た
ら
す
彼
等
の
権
利
状
態
の
変
化
（
ヨ
；
ロ
ッ
パ
人
文
官
の
数
が
必
要
最
少
限
に
抑
え
ら
れ
て
い

た
た
め
、
内
陸
部
で
孤
立
し
て
活
動
す
る
プ
ラ
ン
タ
ー
は
、
従
来
、
イ
ン
ド
人
労
働
者
に
対
し
ど
れ
ほ
ど
の
虐
待
を
行
っ
て
も
罪
に
問
わ
れ
る
恐
れ
は
ま
ず
無
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
た
）
に
つ
い
て
、
彼
等
の
心
中
に
恐
怖
心
が
か
き
た
て
ら
れ
た
せ
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
騒
動
が
激
化
し
つ
つ
あ
っ
た
三
月
、
立
法
参
事
会
は
法
案
の
採
決
を
行
う
。
し
か
し
過
半
数
の
同
意
を
集
め
ら
れ
ず
、
再
度
票
決
を
行
う
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
を
利
用
し
て
リ
ボ
ン
は
、
イ
ン
ド
全
土
に
散
ら
ば
る
I
C
S
メ
ン
バ
ー
に
対
し
、
法
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
求
め
た
。
民

主
的
代
議
制
度
を
有
さ
な
い
植
民
地
社
会
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
が
唯
一
「
民
意
」
を
探
る
た
め
の
手
段
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
寄
せ
ら
れ
た
三

五
〇
の
解
答
を
整
理
し
た
覚
書
き
を
イ
ル
バ
ー
ト
が
七
月
置
提
出
し
て
い
る
。
原
案
を
そ
の
ま
ま
是
認
す
る
者
は
僅
か
に
七
四
人
、
五
四
人
は

趣
旨
に
は
賛
成
だ
が
修
正
の
必
要
が
あ
る
と
答
え
た
。
全
面
的
反
対
を
表
明
し
た
も
の
は
一
六
八
人
。
残
り
五
五
人
は
法
案
提
出
の
タ
イ
ミ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

グ
が
悪
か
っ
た
と
し
、
戦
術
的
観
点
か
ら
撤
回
す
べ
き
だ
と
答
え
た
。
工
C
S
メ
ン
バ
ー
が
、
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
系
新
聞
の
激
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

論
調
、
大
規
模
な
抗
議
集
会
、
度
重
な
る
威
嚇
的
な
諸
政
庁
へ
の
請
願
、
等
に
よ
り
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
リ
ボ
ン
は
、
文
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官
た
ち
の
大
量
転
向
は
彼
等
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
政
治
的
暴
風
に
晒
さ
れ
冷
静
さ
を
失
っ
た
か
ら
だ
、
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
に
対

し
イ
ン
ド
人
新
中
間
層
シ
ン
パ
の
I
C
S
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
H
・
コ
ッ
ト
ン
は
、
こ
の
事
態
を
、
高
等
文
官
た
ち
が
一
定
の
意
識
的
方
向
転

換
を
行
い
つ
つ
あ
る
結
果
だ
、
と
捉
え
て
い
た
。
筆
者
は
後
者
の
理
解
を
よ
り
真
相
に
近
い
も
の
と
考
え
る
。

　
で
は
I
C
S
内
多
数
派
は
ど
の
様
な
判
断
に
基
づ
き
路
線
変
更
を
図
っ
て
い
た
の
か
。
彼
等
の
発
言
の
中
に
そ
れ
を
探
っ
て
み
よ
う
。
例
え

ば
、
総
督
立
法
参
事
会
の
審
議
に
お
い
て
、
H
・
ト
ー
マ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
イ
ギ
リ
ス
人
プ
ラ
ン
タ
ー
を
イ
ン
ド
人
マ
ジ
ス
ト
レ

ー
ト
の
前
に
出
頭
さ
せ
る
の
は
、
プ
ラ
ン
タ
ー
の
も
と
で
働
く
数
百
人
の
イ
ン
ド
人
ク
ー
リ
ー
た
ち
の
目
の
前
で
彼
を
彼
等
と
同
じ
レ
ベ
ル
に

ま
で
引
き
摺
り
下
ろ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
早
そ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
は
ク
ー
リ
ー
た
ち
か
ら
畏
怖
の
感
情
を
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ

う
。
」
ア
ッ
サ
ム
州
政
務
長
官
、
C
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
ア
ン
ダ
μ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
の
法
案
へ
の
反
対
は
そ
れ
だ
け
で
法
案
を
撤
回
す

る
に
足
る
理
由
だ
、
と
の
意
見
を
イ
ン
ド
政
庁
に
具
申
し
た
。
門
こ
の
地
方
（
ア
ヅ
サ
ム
）
で
は
、
テ
ィ
ー
・
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
は
県
担
当
官
の

同
盟
者
で
あ
り
、
補
助
者
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
等
を
政
庁
へ
の
抵
抗
へ
と
駆
り
立
て
る
の
は
甚
だ
危
険
で
あ
る
。
」
ま
た
、
近
時
意
欲
的
に
工

C
S
研
究
を
進
め
て
い
る
B
・
ス
パ
ン
ゲ
ン
パ
ー
ク
は
、
次
の
よ
う
な
後
年
の
あ
る
ボ
ン
ベ
イ
知
事
の
イ
ン
ド
総
督
に
宛
て
て
の
発
言
を
I
C

S
メ
ン
バ
ー
の
認
識
を
代
弁
す
る
も
の
と
し
て
引
用
す
る
。
「
英
本
国
の
政
治
家
が
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
確
か
に
現
地
人
た
ち

の
反
乱
は
深
刻
な
も
の
だ
が
、
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
の
反
乱
は
そ
の
二
倍
の
意
味
で
深
刻
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に

は
巨
大
企
業
が
存
在
し
て
お
り
、
我
々
統
治
官
は
我
々
の
守
備
隊
と
し
て
彼
等
を
背
後
に
控
え
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

　
英
帝
国
か
ら
イ
ン
ド
を
分
離
さ
せ
よ
と
ま
で
主
張
し
始
め
た
反
対
運
動
の
激
化
を
前
に
し
て
、
工
C
S
メ
ン
バ
ー
は
、
統
治
権
力
と
民
間
イ

ギ
リ
ス
人
の
間
の
感
情
的
疎
隔
が
こ
れ
以
上
広
が
れ
ば
ラ
…
ジ
そ
の
も
の
の
危
機
に
繋
が
る
と
判
断
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
従
来
ラ
ー
ジ
の

被
保
護
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
イ
ン
ド
人
新
中
間
層
が
、
統
治
権
力
下
部
に
基
盤
を
築
き
I
C
S
へ
の
参
入
を
窺
い
う
る
地
点
に
ま
で
達
し
て
お

り
、
し
か
も
現
総
督
は
イ
ギ
リ
ス
人
I
C
S
メ
ン
バ
ー
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
彼
等
の
機
嫌
を
取
り
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
、
と
も
考
え

　
　
　
　
　
⑳

た
は
ず
で
あ
る
。
植
民
地
社
会
に
お
い
て
支
配
階
級
と
し
て
の
威
信
を
享
受
し
て
は
い
る
も
の
の
、
自
ら
の
権
力
基
盤
の
脆
弱
性
に
目
を
つ
ぶ

18　（18）
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れ
る
ほ
ど
に
愚
鈍
で
は
な
か
っ
た
I
C
S
メ
ン
バ
ー
は
、
総
督
の
意
志
に
反
し
て
で
も
、
彼
等
に
と
り
強
力
な
挑
戦
者
へ
と
成
長
し
つ
つ
あ
る

新
中
間
層
を
ラ
ー
ジ
の
傘
の
下
か
ら
追
い
出
し
、
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
す
る
掌
握
を
よ
り
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。

　
ラ
ー
ジ
に
は
「
民
心
」
を
確
認
す
る
正
規
の
ル
ー
ト
が
不
在
だ
っ
た
か
ら
、
孤
立
無
援
の
リ
ボ
ン
を
救
出
す
る
に
は
本
国
政
府
が
議
会
で
イ

ル
バ
ー
ト
法
案
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
自
由
党
政
府
は
ラ
ー
ジ
へ
の
積
極
的
介
入
を
拒
み
通
す
。
三

月
六
日
、
リ
ボ
ン
は
、
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
を
巡
る
論
議
の
争
点
は
ラ
ー
ジ
の
原
理
そ
の
も
の
で
あ
り
こ
れ
は
下
院
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
が
相

当
だ
、
と
述
べ
、
議
会
で
の
信
任
投
票
を
要
請
し
た
。
他
方
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
は
、
イ
ン
ド
参
事
会
内
イ
ン
ド
勤
務
経
験
者
に

対
し
法
案
に
反
対
す
る
立
場
を
取
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
て
い
た
。
政
務
次
官
J
・
ク
ロ
ス
は
、
三
月
半
ぼ
、
イ
ン
ド
参
事
会
が
法
案
の
取
扱

に
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
と
り
ポ
ソ
に
警
告
し
た
。
五
月
後
半
、
リ
ボ
ン
は
、
自
分
が
猛
り
立
っ
た
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
だ
け
で
な
く

イ
ン
ド
参
事
会
内
の
I
C
S
・
O
B
た
ち
に
よ
っ
て
も
包
囲
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
書
い
て
い
る
。
I
C
S
・
O
B
は
忠
実
に
も
そ
の
変
節
の

時
期
さ
え
現
役
I
C
S
の
そ
れ
に
連
動
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
霞
由
党
領
袖
の
一
人
で
七
〇
年
代
後
半
の
イ
ン
ド
総
督
で
も
あ
っ
た
ノ
ー
ス
ブ

ル
ヅ
ク
は
、
六
月
、
リ
ポ
ソ
に
対
し
、
大
臣
キ
ソ
バ
レ
ー
が
自
ら
の
イ
ン
ド
経
験
の
乏
し
さ
か
ら
、
自
由
党
内
で
イ
ン
ド
経
験
を
有
す
る
者
た

ち
か
ら
の
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
に
関
し
て
は
イ
ン
ド
参
事
会
と
の
紺
立
を
回
避
す
べ
き
だ
と
の
警
告
を
重
視
し
て
い
る
、
と
伝
え
た
。
結
局
キ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

バ
レ
ー
は
、
参
事
会
の
意
向
を
無
視
し
て
ほ
し
い
と
の
り
ポ
ソ
か
ら
の
要
請
を
は
ね
つ
け
る
。
リ
ポ
ソ
は
議
会
に
お
い
て
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
が

自
分
の
立
場
を
擁
護
し
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
同
内
閣
は
、
当
時
、
第
三
次
選
挙
法
改
正
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
、
ス
ー
ダ

ン
で
の
マ
フ
デ
ィ
ー
軍
の
優
勢
、
と
い
っ
た
問
題
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
人
種
差
別
が
絡
み
極
め
て
厄
介
で
危
険
な
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

題
に
対
し
沈
黙
を
決
め
込
ん
で
し
ま
う
。

19　（19）
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波
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一
八
八
三
年
＝
一
月
、
煽
動
者
た
ち
は
騒
動
が
彼
等
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
離
れ
て
暴
走
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
た
。
他
方
リ
ボ
ン
は
、

譲
歩
を
行
っ
て
で
も
法
案
を
成
立
さ
せ
る
決
意
を
固
め
て
い
た
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
陰
か
ら
操
り
組
織
し
て
い
た
と
さ
れ
る
本
国
お
よ
び
カ
ル

カ
ッ
タ
の
資
本
家
層
も
、
現
在
の
権
威
喪
失
状
況
は
対
イ
ン
ド
投
資
の
安
全
性
確
保
と
い
う
点
で
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
の
も
た
ら
す
効
果
に
比
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
も
よ
り
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
だ
、
と
判
断
す
る
に
至
る
。
か
く
て
妥
協
が
成
立
し
、
翌
年
一
月
、
法
案
は
立
法
参
事
会
を
通
過
し
た
。

　
制
定
さ
れ
た
旧
事
訴
訟
法
改
正
法
は
当
初
の
立
法
趣
旨
を
大
き
く
減
殺
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
ド
人
県
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
判

事
は
イ
ギ
リ
ス
人
文
宮
と
同
等
の
権
限
を
有
す
る
、
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
イ
ギ
リ
ス
臣
民
で
あ
る
被
告
は
現
地
人
裁
判
官

に
対
し
陪
審
裁
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
の
陪
審
員
の
う
ち
過
半
数
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
条
項
が
付

け
加
え
ら
れ
た
。

　
イ
ル
パ
ー
ト
法
案
騒
動
は
、
英
領
イ
ン
ド
史
上
、
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
が
統
治
権
力
に
対
し
激
し
い
抵
抗
を
行
っ
た
ほ
ぼ
唯
一

の
例
で
あ
る
。
総
督
リ
ボ
ン
は
、
新
中
間
層
を
ラ
…
ジ
の
政
治
的
発
展
の
た
め
の
前
衛
と
み
な
し
、
彼
等
を
ラ
ー
ジ
の
権
力
体
系
の
中
へ
再
配

置
す
る
こ
と
で
、
「
英
印
両
人
種
の
再
度
の
破
滅
的
対
立
」
（
リ
ボ
ン
自
身
の
表
規
）
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
は
、
植
民
地
社
会
で
の
彼
等
の
ス
テ
ー
タ
ス
の
低
下
に
直
結
す
る
こ
の
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
拒
否
す
る
。
圧
力
集
団
と
し
て
統
治
権
力
に
及

ぼ
し
う
る
影
響
力
を
比
較
し
た
場
合
、
少
な
く
と
も
八
○
年
代
前
半
時
点
で
は
、
ア
ン
ダ
惚
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
イ
ン
ド
人
新
中
間
層
の
間
の

優
劣
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
し
て
、
実
態
と
し
て
の
う
ー
ジ
の
最
強
の
構
成
要
素
で
あ
る
工
C
S
が
保
守
的
エ
ー
ト
ス
を
強
め
パ
ブ
ー
へ
の
警

戒
感
を
育
み
つ
つ
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
リ
ベ
ラ
ル
さ
と
は
程
遠
い
状
況
に
あ
る
植
民
地
社
会
の
中
で
リ
ベ
ラ
ル
理
念
の

前
進
を
図
ろ
う
と
し
た
り
ポ
ソ
は
当
初
か
ら
困
難
な
立
場
に
あ
り
、
本
国
政
府
か
ら
の
ア
シ
ス
ト
は
唯
一
有
効
性
を
持
ち
う
る
頼
み
の
綱
だ
っ

た
は
ず
だ
が
、
リ
ボ
ン
は
そ
の
調
達
に
失
敗
し
た
。
他
方
、
騒
動
を
ラ
ー
ジ
の
テ
ス
ト
・
ケ
ー
ス
と
し
て
注
目
し
て
い
た
新
中
間
層
は
、
そ
の
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実
態
へ
の
失
望
感
を
味
わ
う
と
同
時
に
、
脆
弱
性
を
も
認
識
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
リ
ボ
ン
の
企
て
へ
の
筆
者
な
り
の
評
価
を
行
っ
て
お
こ
う
。
主
と
し
て
歴
代
総
督
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
一
九
世
紀
後
半
の
イ

ン
ド
統
治
政
策
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
ゴ
パ
ー
ル
の
研
究
は
、
彼
等
の
残
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
文
書
を
初
め
て
浩
灘
に
用
い
、
そ
の
論
拠
と
し

た
た
め
、
こ
れ
ま
で
圧
倒
的
な
通
説
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
て
き
た
。
本
稿
も
、
彼
の
提
案
に
な
る
タ
ー
ム
の
一
つ
で
あ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
の

実
験
」
を
採
用
し
て
い
る
。
但
し
筆
老
は
、
ゴ
パ
ー
ル
の
強
調
す
る
リ
ボ
ン
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
的
理
念
の
熱
心
な
使
徒
と
し
て
の
側
面
を
無

論
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
リ
ボ
ン
の
提
起
し
た
政
策
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、
当
時
の
読
谷
関
係
上
の
様
々
な
時
代
的
前
提
条
件
の
中
で
、
英

領
イ
ン
ド
帝
国
の
将
来
像
を
見
透
す
極
め
て
現
実
的
な
プ
ラ
ン
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
「
実
験
」
の
宋
路
に
つ
い
て
も
、
こ

こ
ま
で
の
論
述
か
ら
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ゴ
パ
ー
ル
の
如
く
リ
ボ
ン
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
帰
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
植
民
地
支
配
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

策
の
決
定
と
い
う
特
殊
な
政
治
過
程
の
中
で
の
マ
ヌ
ー
ヴ
ァ
ー
操
作
の
限
界
と
挫
折
、
と
い
う
視
角
を
強
調
し
た
い
。

①
国
■
霞
岸
ω
。
ご
ヨ
窪
詳
、
．
一
き
§
㌻
旨
き
ミ
．
、
§
馬
N
＆
ミ
、
切
ミ
O
駐
㌃
隠
灼
N
ミ
ミ

　
ミ
ミ
暮
馬
O
ミ
鴛
困
飢
＆
ミ
鴨
N
9
ミ
旨
と
冬
驚
。
起
ミ
G
o
と
恥
や
馬
題
”
興
り
Q
Q
9
　
は
イ
ル
バ

　
ー
ト
法
案
騒
動
を
包
括
的
に
検
討
し
た
決
定
版
的
研
究
で
あ
る
。
騒
動
に
ま
つ
わ

　
る
箏
実
経
過
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
従
っ
た
。

②
　
一
．
客
9
も
仲
p
卜
警
§
乱
§
、
神
曼
詩
。
ミ
“
罫
9
§
翫
ミ
遵
へ
3
罵
り
鼠
毛
．

　
悉
1
◎
◎
、
り
ω
占
「

⑧
法
改
正
が
企
て
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
統
治
ト
ッ
プ
の
中
で
畏
間
ヨ
…

　
ロ
ッ
パ
人
の
反
応
を
気
遣
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
A
・
K
・
グ
プ
タ

　
は
、
単
な
る
行
政
上
の
調
整
に
過
ぎ
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
せ
い
だ
ろ
う
、
と
す

　
る
。
〉
¶
剛
（
．
O
毛
耳
。
》
ミ
4
℃
℃
’
爲
甲
乙

④
ω
．
O
。
窓
r
、
、
9
雪
雲
9
回
目
睾
α
囲
議
奏
、
、
」
『
】
）
．
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冠
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⑤
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般
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し
て
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9
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ぎ
ミ
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随
ミ
馬
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黛
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ト
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霜
鴬
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礼
偽
き
弘
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ω
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ρ
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9
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し
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こ
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3
喝
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曾
隠
ω
ム
噛

⑧
英
印
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
拡
大
が
、
イ
ン
ド
省
の
統
制
範
囲
内
へ
の
イ

　
ン
ド
総
督
の
牽
引
を
も
た
ら
し
た
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〉
．

　
困
〈
台
長
器
擢
ざ
．
．
〉
σ
q
。
暮
ω
自
〉
ロ
8
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冨
寓
”
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邑
一
⇔
、
。
。
≦
8
δ
望
ω
貯
二
回
。
魚
尾
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冨
。
葺
7
0
①
馨
二
藁
、
．
、
｝
篤
§
、
蔦
黄
刈
1
。
。
、
搭
お
、
唱
や
b
。
お
ふ
。
。
・

⑨
〉
．
囚
ρ
匿
ぎ
ω
罫
ざ
．
．
ゴ
δ
H
a
貯
O
臨
8
言
停
。
冨
3
峯
ま
g
曾
二
μ
0
2
－

　
露
莞
．
．
」
罠
菊
「
9
鴛
㊦
律
奉
じ
σ
霞
二
①
『
”
巴
‘
切
憶
ミ
罫
富
鴬
ミ
画
ミ
℃
。
鳶
遷

　
§
窒
ミ
轟
§
ミ
砺
ミ
ト
ミ
N
ぎ
」
竈
Q
。
一
》
ワ
純
圃
．

⑩
U
ン
孟
鼠
㊤
旨
ρ
、
．
ゴ
お
O
o
彰
。
二
〇
隔
H
a
貯
曽
昌
α
窪
Φ
閑
㊦
冨
銘
9
邑
二
℃

　
σ
。
ジ
話
窪
夢
Φ
出
。
ヨ
Φ
き
α
ω
自
層
①
旨
。
Ω
o
＜
Φ
＝
目
ヨ
①
艮
ω
し
。
。
α
。
。
占
。
。
ざ
．
、
、
奪
～
曳
馬
罫

　
、
笥
無
ミ
驚
ミ
謁
ミ
鳶
斜
。
。
一
㌧
一
㊤
ま
畠

⑪
〉
．
囚
㊤
巨
多
（
ざ
§
恥
、
ミ
駐
§
職
馬
＝
題
。
よ
ミ
9
お
。
。
9
唱
．
ω
α
ふ
①
。
帝

　
国
政
策
形
成
に
お
け
る
イ
ン
ド
参
纂
会
の
影
響
力
を
否
定
す
る
論
者
も
存
在
し
た
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（
例
え
ば
ω
．
ズ
■
ω
ヲ
σ
q
7
↓
、
罵
い
評
議
言
曙
畠
光
象
q
誉
喚
誉
ミ
鳶
§
民
ミ
ω

　
6
§
§
き
お
O
・
。
篤
や
姦
・
）
が
、
も
は
や
克
服
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

⑫
　
告
岡
昭
彦
『
イ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
五
、
二
〇
七
頁
。

⑱
8
璽
㌶
。
8
9
h
層
§
恥
転
ミ
ミ
ミ
壽
蔓
寄
§
、
、
㌧
」
ミ
ミ
嵩
鴇
よ
恥
圃
9
お
①
舎
唱
・

　
＜
罫

⑭
〉
民
．
O
毛
け
2
§
．
ミ
‘
や
メ

⑯
囚
p
註
孟
白
ざ
」
弐
ミ
§
q
馬
註
暮
こ
§
N
℃
簿
9
ミ
謡
鳶
、
署
・
ω
？
◎

⑯
。
h
．
ぎ
。
ξ
旨
。
葺
、
、
目
冨
3
ε
話
。
剛
昏
Φ
ぎ
位
貯
。
Ω
く
に
の
曾
訟
8
”
、
㌧

　
翔
ミ
＆
裂
礎
凄
淘
ミ
書
登
舘
↓
㌧
る
器
、
や
ω
切
Q
。
・

⑰
一
八
八
一
年
、
イ
ン
ド
総
督
と
し
て
彰
彰
に
あ
た
る
ノ
ー
ス
ブ
ル
ッ
ク
は
、
リ

　
ボ
ン
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
た
。
「
貨
兄
は
貨
兄
の
周
り
の
イ
ン
ド
在
勤
文
官

　
た
ち
が
本
論
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
ひ
ど
く
嫌
う
の
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
大
臣

　
と
の
見
解
の
相
違
か
ら
一
時
的
に
せ
よ
貴
兄
が
苛
立
ち
を
感
じ
る
と
き
、
彼
等
は

　
そ
れ
を
宥
め
よ
う
と
す
る
ど
こ
ろ
か
貴
兄
よ
り
も
興
奮
し
て
し
ま
う
の
だ
。
」

　
と
言
忌
沿
さ
。
》
亀
一
こ
や
鱒
O
．

⑯
立
法
目
的
の
活
動
を
す
る
際
に
は
、
行
政
参
事
会
の
メ
ン
バ
ー
六
人
の
ほ
か
に

　
六
一
十
二
名
が
加
わ
り
、
立
法
参
事
会
が
構
成
さ
れ
た
。

⑲
「
こ
の
よ
う
な
法
律
が
施
行
さ
れ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
り
三
管
区
首
市
以

　
外
の
地
域
に
居
住
す
る
こ
と
は
甚
だ
危
険
に
な
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
茶
．
コ
ー

　
ヒ
ー
・
イ
ン
デ
ィ
ゴ
と
い
う
三
つ
の
繁
栄
せ
る
産
業
に
致
命
的
な
打
撃
を
加
え
る

　
こ
と
に
な
り
、
鉱
山
開
発
、
鉄
道
建
設
等
の
新
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
蕾
の
う
ち
に
摘

　
み
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
§
恥
§
ミ
恥
診
切
司
O
葺
舞
曙
一
Q
Q
Q
o
G
ゆ
■

⑳
頸
笏
臼
ヨ
零
p
§
．
ミ
‘
唱
」
ω
㊤
占
O
・
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酢
ヒ
d
¶
国
護
ざ
9
ミ
防
軌
§
騎
§
織

　
b
蹄
8
電
ミ
㍉
題
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9
袋
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塁
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隷
賊
8
ミ
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§
ミ
馬
笥
憶
ミ
罫
N
§
袋
張
9
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職
竃
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N
題
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遣
馬
9
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蕊
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℃
マ
b
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O
Q
。
ム
癖
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⑳
菊
．
即
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黒
。
a
㌧
§
馬
之
§
－
曇
職
斜
N
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ミ
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ミ
N
ミ
封
～
ミ
℃
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。
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署
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認
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ω
．

＠
　
ベ
ン
ガ
ル
配
属
文
官
た
ち
は
、
騒
動
の
中
心
で
あ
る
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ア
ソ
グ
ロ

　
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
社
会
か
ら
最
も
影
響
を
受
け
や
す
い
立
場
に
あ
っ
た
た
め
、
イ

　
ン
ド
人
文
官
の
み
を
例
外
と
し
て
ほ
ぼ
全
員
が
法
案
に
反
対
す
る
立
場
に
回
っ
て

　
い
た
。
　
閑
』
換
菊
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・
㌧
肋
。
職
ミ
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ミ
覧
蝋
9
ミ
ミ
㌔
ミ
ミ
偽
ミ
9
ミ
a
こ
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題
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M
。
。
M
？
岩
b
ρ
3
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〇
。
。
倉
℃
や
悼
①
ー
メ
騒
動
に
閥
し
先
駆
的
研
究
を
行
っ
た
ド
ビ
ソ
は
、

　
法
案
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
と
同
時
に
ベ
ン
ガ
ル
文
官
は
激
し
い
反
発
を
示
し

　
た
、
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
O
■
O
o
σ
σ
営
、
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、
↓
げ
。
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箒
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反
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せ
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C
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内

　
独
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の
文
脈
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理
由
と
し
て
、
リ
ポ
ソ
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指
名
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よ
り
任
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さ
れ
た
イ
ン
ド

　
人
高
級
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僚
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団
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ス
タ
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リ
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・
シ
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ィ
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案
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恩
恵
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ぼ
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圃
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総
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同
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案
の
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て
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質
疑
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さ
れ
た
際
に
も
、
大
臣
キ
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バ

　
レ
…
、
次
官
J
・
ク
ロ
ス
は
事
実
の
み
に
触
れ
る
厚
歯
に
終
始
し
、
積
極
的
に
擁

　
塾
し
よ
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と
は
し
な
か
っ
た
。
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ス
ト
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っ
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極
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o
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蒔
◎
Q
I
O
℃
一
〇
N
縣
1
α
…
ぐ
〇
一
．
O
O
い
×
×
＜
H
押
o
o
一
ω
■
卜
◎
窓
1
α
㌧
ω
上
野

⑳
　
騒
動
の
本
質
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
イ
ギ
リ
ス
人
法
曹
．
震
源
説
が
強
か
っ
た
が
、

　
ハ
ー
シ
ュ
マ
ソ
が
そ
の
経
済
問
題
的
性
格
を
解
明
し
、
新
た
な
通
説
と
化
し
つ
つ

　
あ
る
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⑳
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ポ
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双
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①
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章
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リ
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に
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よ
り
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巷
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蕊
ぞ
。
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ミ
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恥
鼠
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鼠
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ぎ
。
置
曾
ゴ
〉
ω
窪
血
《
首

H
旨
℃
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ユ
a
U
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舘
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♂
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σ
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コ
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・
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雪
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騨
臨
。
昌
巴
一
。
。
ヨ
．
．
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旨
凶
ミ
博
§
N
＆
奪
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ミ
帖
ミ
ミ
ミ
O
§
四
ミ
§
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震
§
ミ
無
。
§
一
ω
I
b
。
層
一
㊤
o
。
0
噛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
委
員
会
設
立
に
至
る
経
緯
と
そ
の
活
動

　
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
の
採
用
の
み
を
念
頭
に
お
き
、
受
験
資
格
年
齢
を
一
九
歳
へ
引
き
下
げ
た
一
八
七
八
年
の
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
改
革
は
、
英
語

習
得
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
う
イ
ン
ド
人
受
験
者
の
合
格
を
一
層
困
難
に
し
た
。
加
え
て
七
九
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
言
う
と
こ
ろ
の
真
の

現
地
人
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
を
イ
ン
ド
統
治
へ
参
与
さ
せ
る
試
み
と
し
て
、
家
柄
・
社
会
的
地
位
に
注
目
し
て
イ
ン
ド
人
を
指
名
し
、
高
位
の
行

政
官
職
へ
任
命
す
る
ス
タ
チ
ュ
ト
リ
ー
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
ω
富
露
8
蔓
ω
興
く
一
8
（
以
下
、
S
S
と
略
記
）
が
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
S
S
は
工
C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

S
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
給
与
・
年
金
も
I
C
S
の
三
分
の
二
に
抑
え
ら
れ
た
。
新
中
間
層
が
満
足
す
る
は
ず
も
な
く
、
彼
等
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

以
後
様
々
な
団
体
の
活
動
を
通
じ
、
I
C
S
試
験
受
験
資
格
年
齢
引
上
げ
と
野
薄
両
地
で
の
試
験
の
同
時
開
催
を
求
め
て
ゆ
く
。

　
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
騒
動
過
中
の
八
三
年
七
月
、
リ
ボ
ン
は
イ
ン
ド
人
の
I
C
S
へ
の
参
入
拡
大
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
決
意
し
、
あ
る

メ
モ
を
総
督
行
政
参
事
会
メ
ン
バ
ー
の
間
で
回
覧
さ
せ
た
。
英
印
同
時
試
験
開
催
が
最
も
望
ま
し
い
が
、
過
去
に
イ
ギ
リ
ス
人
側
か
ら
示
さ
れ

た
反
発
を
考
慮
し
、
と
り
あ
え
ず
受
験
資
格
年
齢
の
引
上
げ
を
目
指
す
、
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
リ
ボ
ン
は
、
同
年
九
月
、
イ
ン
ド
担
当
大
臣

キ
ン
バ
レ
ー
に
宛
て
I
C
S
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
が
抱
え
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
覚
書
き
を
送
付
し
て
い
る
。
一
一
月
、
リ
ボ
ン
は
、
各
州
政

庁
責
任
者
に
対
し
イ
ン
ド
人
参
入
拡
大
に
つ
い
て
の
意
兇
表
明
を
求
め
た
。
解
答
は
推
薦
で
な
く
競
争
に
よ
る
選
抜
を
優
先
す
べ
き
だ
と
す
る
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点
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
が
、
年
齢
制
限
引
上
げ
に
賛
意
を
表
明
し
た
の
は
パ
ン
ジ
ャ
ブ
州
準
知
事
C
・
エ
イ
チ
ソ
ン
だ
け
だ
っ
た
。

　
同
年
一
二
月
付
け
で
リ
ボ
ン
が
総
督
職
を
退
い
た
た
め
、
翌
八
四
年
一
月
の
キ
ン
バ
レ
ー
か
ら
の
指
示
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
新
総
督
ダ
フ

ァ
リ
ン
だ
っ
た
。
キ
ン
バ
レ
ー
は
年
齢
制
限
引
上
げ
反
対
の
立
場
を
表
明
し
つ
つ
、
試
験
内
容
や
年
齢
制
限
を
変
更
し
て
も
イ
ン
ド
人
参
入
者

の
社
会
層
分
布
が
横
断
的
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
ベ
ン
ガ
リ
・
バ
ブ
ー
の
数
を
増
や
す
だ
け
で
あ
り
、
イ
ン
ド
人
参
入
促
進
の
た
め
に
は
、

S
S
シ
ス
テ
ム
の
活
用
を
図
る
べ
き
だ
、
と
訓
示
し
た
。
新
総
督
は
こ
の
問
題
に
つ
き
確
固
と
し
た
見
解
を
準
備
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
と

り
あ
え
ず
キ
ン
バ
レ
ー
の
指
令
に
従
っ
た
。
し
か
し
、
I
C
S
試
験
に
関
す
る
新
中
問
層
を
中
心
と
し
た
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
静
ま
る
気
配
を

見
せ
な
か
っ
た
た
め
、
現
地
の
ダ
フ
ァ
リ
ン
は
不
安
を
伝
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
本
国
に
戻
っ
た
り
ボ
ン
、
ノ
ー
ス
ブ
ル
ッ
ク
等
か
ら
の
説

得
を
受
け
て
キ
ン
バ
レ
ー
も
漸
く
軟
化
し
、
翌
八
六
年
、
イ
ン
ド
政
庁
の
下
に
委
員
会
を
設
け
イ
ン
ド
人
の
官
僚
制
上
層
部
へ
の
参
入
願
望
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

満
た
す
シ
ス
テ
ム
を
考
案
さ
せ
よ
、
と
提
案
す
る
に
至
る
。

　
大
臣
・
総
督
に
委
員
会
設
置
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
は
エ
イ
チ
ソ
ン
で
あ
り
、
彼
自
身
は
I
C
S
メ
ン
バ
ー
の
み
か
ら
な
る
小
規
模
な
組
織

　
　
　
　
　
　
⑤

を
考
え
て
い
た
が
、
話
が
具
体
化
す
る
に
つ
れ
、
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
新
中
間
層
を
は
じ
め
と
し
、
英
領
イ
ン
ド
社
会
の
多
様
な
部

分
の
代
表
者
を
集
め
る
強
力
な
委
員
会
へ
と
拡
大
し
た
。
総
督
は
そ
の
責
任
者
に
エ
イ
チ
ソ
ン
を
指
名
す
る
。
エ
イ
チ
ソ
ン
は
こ
の
時
代
の
イ

ン
ド
関
係
の
政
治
家
・
大
物
行
政
官
の
例
に
似
合
わ
ず
回
想
録
等
を
残
し
て
い
な
い
せ
い
も
あ
り
、
そ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
は
不
分
明
な
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
多
い
。
若
手
文
宮
時
代
を
い
わ
ゆ
る
パ
ン
ジ
ャ
ブ
的
伝
統
の
中
で
過
ご
し
た
後
、
外
務
・
政
務
局
畑
の
花
形
ル
ー
ト
を
歩
ん
だ
。
八
○
年
、

総
督
行
政
参
事
会
の
内
務
局
担
当
メ
ン
バ
ー
に
な
り
、
現
地
語
出
版
法
徹
回
を
助
言
す
る
な
ど
、
一
貫
し
て
リ
ボ
ン
の
自
由
主
義
的
改
革
を
支

持
し
た
。
八
二
年
、
リ
ボ
ン
に
よ
リ
パ
ン
ジ
ャ
ブ
準
知
事
に
任
命
さ
れ
る
と
、
し
き
り
に
イ
ン
ド
人
の
高
位
官
職
へ
の
登
用
を
計
り
、
I
C
S

メ
ン
バ
…
多
数
派
の
間
で
の
彼
へ
の
不
信
感
を
増
大
さ
せ
た
。
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
に
関
し
て
も
、
諸
州
政
庁
責
任
者
の
中
で
只
一
人
、
最
後
ま

で
こ
れ
を
支
持
し
た
。
1
C
S
メ
ン
バ
ー
中
の
リ
ベ
ラ
ル
少
数
派
に
近
い
人
物
と
目
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
エ
イ
チ
ソ
ソ
は
そ
の
柔
軟

な
統
治
官
的
資
質
の
ゆ
え
に
リ
ボ
ン
、
ダ
フ
ァ
リ
ン
か
ら
高
い
評
価
を
得
た
が
、
こ
れ
は
逆
に
I
C
S
内
多
数
派
か
ら
の
危
惧
と
嫉
視
を
招
く
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こ
と
に
な
り
、
彼
の
委
員
長
へ
の
就
任
は
同
僚
た
ち
か
ら
は
全
く
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
委
員
会
メ
ン
バ
ー
の
人
選
は
八
六
年
一
〇
月
四
日
付
け
イ
ン
ド
政
庁
内
務
局
指
令
に
基
づ
き
行
わ
れ
、
委
員
長
を
含
め
＝
ハ
名
で
構
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
⑦

る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ン
ド
人
メ
ン
バ
ー
が
六
人
お
り
、
こ
れ
自
体
か
な
り
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
一

人
、
イ
ン
ド
国
民
会
議
に
属
す
る
弁
護
士
、
S
・
R
・
ム
ダ
リ
ヤ
ー
ル
を
除
き
、
政
治
的
不
確
実
性
を
ほ
ぼ
完
全
に
払
拭
し
た
入
選
だ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
人
委
員
に
関
し
て
は
、
エ
イ
チ
ソ
ン
の
み
を
例
外
と
し
、
I
C
S
へ
の
イ
ン
ド
人
参
入
に
好
意
的
な
も
の
は
一
人
も
お
ら
ず
、
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

わ
け
五
人
の
工
C
S
メ
ン
バ
ー
は
全
て
保
守
的
な
い
し
反
動
的
な
見
解
を
有
し
て
い
た
。

　
同
指
令
は
委
員
会
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
「
委
員
会
は
、
必
要
と
さ
れ
る
最
終
解
決
的
要
素
を
保
持
す
る
と
合
理
的
に
期
待
し

う
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
案
出
し
、
官
僚
制
度
中
で
の
よ
り
高
位
に
し
て
広
範
な
雇
用
を
欲
す
る
現
地
人
の
要
求
に
対
し
十
分
な
公
平
さ
を
以

て
答
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
」
イ
ギ
リ
ス
人
の
受
験
条
件
は
審
議
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
。
同
年
～
二
月
、
委
員
会
は
ラ
ホ
ー

ル
で
初
会
合
を
開
き
、
直
ち
に
情
報
収
集
作
業
を
開
始
し
た
。
翌
年
四
月
に
か
け
、
ア
ラ
バ
バ
ー
ド
、
ジ
ャ
バ
ル
プ
ー
ル
、
ボ
ン
ベ
イ
、
マ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ラ
ス
、
カ
ル
カ
ッ
タ
等
の
都
市
を
巡
り
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

　
委
員
会
の
活
動
に
対
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
関
心
は
概
し
て
低
調
だ
っ
た
。
し
か
し
、
改
革
を
求
め
る
イ
ン
ド
人
た
ち
か
ら
の

証
言
・
覚
書
き
の
殺
到
は
、
委
員
会
内
で
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
代
表
し
て
い
た
W
・
B
・
ハ
ド
ソ
ン
（
イ
ン
デ
ィ
ゴ
．
プ
ラ
ン
タ
ー
）
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
（
英
印
混
血
者
）
代
表
の
D
・
S
・
ホ
ワ
イ
ト
を
驚
愕
さ
せ
た
。
ハ
ド
ソ
ン
は
調
査
資
料
が
一
方
の
側
に
傾
き
過
ぎ
て
い
る
と
警

告
す
る
投
書
を
新
聞
に
発
表
し
、
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
意
思
表
明
を
呼
び
か
け
た
。
素
早
い
対
応
を
見
せ
た
の
は
べ
ソ
ガ
ル
商
業
会

議
所
だ
っ
た
。
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ソ
・
ス
キ
ナ
ー
商
会
を
筆
頭
と
し
、
カ
ル
カ
ッ
タ
を
代
表
す
る
三
四
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
企
業
が
連
署
し
た
声
明
書

を
イ
ン
ド
政
庁
に
挺
出
し
て
い
る
。
遠
回
し
な
表
現
を
用
い
な
が
ら
も
、
I
C
S
の
イ
ン
ド
化
を
許
せ
ば
ヨ
：
ロ
ッ
パ
系
企
業
の
活
動
が
重
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
影
響
を
被
る
、
と
、
半
ば
威
嚇
と
も
と
れ
る
調
子
で
イ
ン
ド
化
の
非
を
鳴
ら
し
た
。

　
委
員
会
に
召
喚
さ
れ
た
I
C
S
メ
ン
バ
ー
は
、
少
数
の
例
外
を
除
き
、
英
印
同
時
試
験
開
催
に
反
対
す
る
旨
の
証
言
を
し
た
が
、
そ
の
主
張
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⑪

内
容
に
は
明
ら
か
に
共
通
す
る
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
英
本
国
の
教
育
制
度
の
も
と
で
は
学
力
の
伸
長
と
道
徳
的
強
さ
・
人
格

の
強
靱
さ
が
比
例
す
る
が
、
現
在
の
イ
ン
ド
の
教
育
制
度
は
学
問
上
の
訓
練
は
と
も
か
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
養
成
が
全
く
不
十
分
で
あ
り
、

競
争
試
験
で
は
イ
ン
ド
人
の
こ
の
様
な
問
題
点
を
析
出
で
き
な
い
。
し
か
も
イ
ン
ド
で
試
験
を
行
え
ば
最
大
の
恩
恵
を
受
け
る
の
は
イ
ギ
リ
ス

式
教
育
を
受
け
た
浅
薄
な
バ
ブ
ー
た
ち
だ
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　
I
C
S
メ
ン
バ
ー
が
認
め
た
譲
歩
は
受
験
資
格
年
齢
の
引
き
上
げ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
し
て
も
、
本
来
委
員
会
の
審
議
対
象
か
ら

は
ず
さ
れ
て
い
た
問
題
、
イ
ギ
リ
ス
人
受
験
者
の
都
合
を
配
慮
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
新
任
I
C
S
の
あ
ま
り
の
若
さ
、
受
け
た
教
育
の
「
不

完
全
さ
」
に
対
す
る
懸
念
が
し
き
り
に
証
言
さ
れ
、
玉
C
S
メ
ン
バ
ー
も
部
外
者
か
ら
の
批
判
に
答
え
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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（
二
）
　
委
員
会
提
言
の
内
容
及
び
そ
の
巽
施
策

　
一
八
八
八
年
一
月
二
四
日
、
委
員
会
は
報
告
書
を
イ
ン
ド
政
庁
へ
提
出
し
た
。
提
言
の
内
容
は
八
五
年
時
点
で
エ
イ
チ
ソ
ン
が
ダ
フ
ァ
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
提
起
し
た
プ
ラ
ン
の
修
正
版
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
委
員
会
提
番
の
内
容
を
逐
次
検
討
す
る
。

　
報
告
書
は
、
証
言
に
従
え
ば
、
イ
ン
ド
人
王
C
S
の
職
務
遂
行
状
態
は
上
司
た
ち
を
満
足
さ
せ
、
彼
等
が
極
め
て
有
能
な
統
治
官
で
あ
る
こ

と
を
実
証
し
て
お
り
、
同
一
任
官
年
次
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
比
べ
て
遜
色
な
い
、
と
す
る
。
ま
た
委
員
会
が
証
人
と
し
て
接
触
し
た
者
た
ち
も
好

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

印
象
を
残
し
た
、
と
付
け
加
え
て
い
た
。

　
イ
ン
ド
人
I
C
S
、
B
・
N
・
デ
の
行
っ
た
証
言
は
、
I
C
S
採
用
試
験
が
抱
え
る
「
問
題
点
」
を
明
快
に
捌
了
し
、
ま
た
そ
の
解
決
策
を

呈
示
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
人
は
工
C
S
に
参
入
し
よ
う
と
す
る
時
、
「
非
常
に
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

合
格
で
き
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
と
の
リ
ス
ク
を
冒
し
つ
つ
渡
英
に
伴
う
困
難
と
金
銭
的
負
担
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
程
度
ま
で
は
宗
教
画
の

問
題
も
生
じ
る
。
」
　
こ
の
よ
う
な
ハ
ン
デ
ィ
は
「
同
時
試
験
さ
え
行
わ
れ
れ
ば
完
全
に
取
り
除
か
れ
る
。
も
し
そ
れ
が
な
さ
れ
る
な
ら
他
に
は

　
　
　
　
　
⑭

何
も
必
要
な
い
。
」
報
告
書
も
、
同
時
試
験
開
催
が
最
重
要
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
人
証
人
た
ち
の
こ
の
件
に
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つ
い
て
の
賛
成
・
反
対
を
整
理
す
る
と
、
「
階
級
」
に
対
応
し
て
賛
否
が
分
か
れ
た
、
と
す
る
。
賛
成
派
は
イ
ギ
リ
ス
式
教
育
の
受
容
に
成
功

し
た
「
階
級
」
に
属
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
「
北
・
中
・
南
部
イ
ン
ド
に
お
い
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
者
、
西
部
イ
ン

ド
に
あ
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
パ
ル
シ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
拝
火
教
徒
）
に
属
す
る
者
」
で
あ
る
と
す
る
。
反
対
派
は
現
在
の

状
況
で
イ
ン
ド
で
試
験
を
行
え
ば
イ
ン
ド
社
会
中
の
重
要
な
部
分
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
感
じ
る
人
々
で
あ
り
、
「
ム
ス
リ
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

イ
に
属
す
る
者
、
及
び
様
々
な
理
由
か
ら
教
育
の
進
展
に
取
り
残
さ
れ
た
者
」
だ
、
と
言
う
。

　
イ
ギ
リ
ス
式
教
育
の
受
容
度
が
、
地
域
ご
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
偏
差
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
調
査
時
点
で
、
イ
ギ

リ
ス
式
教
育
受
容
最
先
進
地
域
で
あ
る
ベ
ン
ガ
ル
、
ボ
ン
ベ
イ
、
マ
ド
ラ
ス
は
下
級
官
僚
の
任
命
に
あ
た
り
学
力
・
学
歴
を
基
準
の
一
つ
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
　
　
　
　
　
て
採
用
し
始
め
て
お
り
、
従
っ
て
大
学
で
な
ん
ら
か
の
資
格
を

　図2．下級官僚中の大学学歴保持者・非保持者別割合
　　　　　　　　　　　（1886年）
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得
た
者
の
割
合
が
高
い
（
図
2
を
参
照
）
。
下
級
宮
僚
集
団
を
イ

ン
ド
全
体
で
考
え
れ
ば
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
割
合
が
不
釣
合
に
高
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
ム
ス
リ
ム
が
上
記
三
州
で
の

劣
勢
を
そ
の
他
の
州
で
の
相
対
的
優
勢
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
た

こ
と
は
図
3
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
は
イ
ギ
リ

ス
式
教
育
受
容
で
の
立
ち
遅
れ
の
ゆ
え
に
、
任
用
基
準
に
学
歴

が
絡
む
と
代
表
率
を
低
下
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
報
告
書

は
「
イ
ン
ド
人
た
ち
の
間
で
さ
え
、
英
印
同
時
試
験
の
実
施
に

つ
い
て
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
な
い
偏
と
小
回
す
る
。
そ
し
て
、

委
員
会
は
「
現
代
文
明
と
調
和
す
る
よ
う
な
原
理
、
手
段
に
則

っ
て
遂
行
さ
れ
る
統
治
」
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
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図3．ヒンドゥーとムスリムが各州の①総人日，②下級官僚に

　　　おいて占める割合（1886年）
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し
く
聞
こ
え
な
く
も
な
い
「
理
屈
」
の
下
層
で
、
次
世
代
の
権
力
主
体
の
地
位
を
巡
り
、
工
C
S
メ
ン
バ
ー
、

式
教
育
受
容
の
立
ち
遅
れ
に
危
機
感
を
抱
く
イ
ン
ド
社
会
中
の
一
定
部
分
が
駈
け
引
き
を
行
っ
て
い
た
、
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
報
告
書
は
「
イ
ン
ド
人
が
英
本
国
で
競
争
試
験
を
受
け
る
場
合
、
現
行
の
年
齢
制
限
は
引
き
上
げ
ら
れ
る
べ
き
だ
し
と
提
言
し
、
こ
の
点
に

つ
い
て
集
め
ら
れ
た
証
言
は
一
致
し
た
、
と
す
る
。
限
定
さ
れ
た
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
受
験
条
件
の
考
察
を
行
う
こ
と

そ
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
官
僚
と
は
ど

の
よ
う
な
人
材
で
、
ま
た
彼
等
を
調
達
す

る
制
度
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
だ
け
を
考
え

て
い
る
、
と
わ
ざ
わ
ざ
侭
し
書
き
を
加
え

た
上
で
、
同
時
試
験
の
開
催
に
は
反
対
だ
、

と
結
論
す
る
。
理
由
は
、
①
イ
ン
ド
の
教

育
で
は
希
な
例
外
を
除
き
必
要
と
さ
れ
る

望
ま
し
い
人
材
が
養
成
さ
れ
て
い
な
い
、

②
I
C
S
試
験
は
マ
コ
ー
リ
i
委
員
会
提

言
以
来
イ
ギ
リ
ス
的
資
質
を
試
す
た
め
の

テ
ス
ト
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
き
て
お

り
、
従
っ
て
試
験
が
そ
の
土
台
と
な
る
教

育
制
度
の
中
心
地
、
英
本
国
で
の
み
開
催

さ
れ
る
の
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
だ
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
、
も
っ
と
も
ら

　
　
　
　
新
中
間
層
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
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を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
が
、
そ
れ
へ
の
配
慮
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
人
証
人
を
含
め
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
た
背
景
だ
っ
た
。

　
試
験
科
目
に
つ
い
て
イ
ン
ド
人
受
験
者
の
便
宜
の
た
め
多
く
な
さ
れ
た
要
望
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
③
サ
ン
ス
ク
リ
ヅ
ト
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語

の
配
点
を
ラ
テ
ン
語
・
ギ
リ
シ
ャ
語
並
み
に
引
き
上
げ
る
。
⑮
ペ
ル
シ
ア
語
を
含
む
イ
ン
ド
の
主
要
現
地
語
を
試
験
科
目
に
導
入
す
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
、
委
員
会
は
③
に
は
賛
同
し
た
も
の
の
、
⑤
は
拒
否
し
た
。
イ
ン
ド
人
受
験
者
に
と
り
大
幅
な
負
担
軽
減
を
も
た
ら
す
措
置
を
施
す
こ
と
を

回
避
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語
の
配
点
引
き
上
げ
で
お
茶
を
濁
し
た
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
S
S
シ
ス
テ
ム
が
新
中
間
層
の
中
で
不
評
だ
っ
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
他
方
、
S
S
シ
ス
テ
ム
が
失
敗
で
あ
る
と
の
評
価
は
イ
ギ
リ
ス
人

の
証
言
で
も
一
般
的
だ
っ
た
。
委
員
会
は
S
S
シ
ス
テ
ム
を
廃
止
し
、
そ
の
根
拠
法
も
撤
回
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
。
現
在
そ
の
メ
ン
バ
ー
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
者
に
つ
い
て
は
新
設
の
プ
ロ
ヴ
ィ
ソ
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
へ
編
入
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
た
形
で
の
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
と
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
創
設
が
委
員
会
提
言
の
主
骨
格
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
①
I
C
S
メ
ン
バ
ー
数
を
削
減
し
、
従
来
彼
等
に
リ
ザ
ー
ヴ
さ
れ
て
き
た
ポ
ス
ト
に
余
剰
を
生
じ
さ
せ
る
。
②
下
級
サ
ー
ヴ
ィ

ス
に
よ
り
占
め
ら
れ
て
き
た
ポ
ス
ト
の
う
ち
最
高
位
の
も
の
を
切
り
離
し
、
①
で
浮
い
た
も
の
と
合
体
さ
せ
、
新
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
形
成
す
る
。

③
新
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
（
以
下
、
P
S
と
略
記
）
と
名
付
け
ら
れ
、
そ
の
リ
ク
ル
ー
ト
は
「
各
州
の
社
会
階
層

を
公
正
に
反
映
さ
せ
る
」
こ
と
を
目
標
に
し
、
各
州
の
条
件
（
主
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
式
教
育
の
進
捗
状
況
）
に
従
っ
て
州
単
位
で
行
わ
れ
る
。
他

方
I
C
S
は
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
サ
…
ヴ
ィ
ス
へ
名
称
を
変
更
し
、
主
要
統
治
ポ
ス
ト
に
だ
け
配
属
さ
れ
る
。
報
告
書
は
工
C
S
か
ら
P
S
へ
移

管
す
べ
き
ポ
ス
ト
を
具
体
的
に
列
挙
す
る
。
内
、
最
も
ハ
イ
ラ
ン
キ
ン
グ
な
の
が
収
税
局
メ
ン
バ
…
職
で
あ
り
、
こ
れ
は
各
州
政
庁
に
あ
っ
て

現
場
の
収
税
官
た
ち
の
活
動
全
般
を
監
督
す
る
ポ
ス
ト
だ
っ
た
。
つ
ま
り
P
S
は
こ
こ
ま
で
昇
進
し
う
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
同
時
に
こ
こ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
し
か
昇
進
で
き
な
い
こ
と
を
規
定
さ
れ
た
。

　
委
員
会
は
、
県
の
最
高
責
任
者
の
十
分
の
一
を
P
S
へ
移
管
す
る
こ
と
も
提
言
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
収
税
局
メ
ン
バ
ー
職
と
並
び
最
も
デ

リ
ケ
ー
ト
な
部
分
だ
っ
た
。
報
告
書
は
証
言
で
示
さ
れ
た
反
対
論
の
論
拠
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
県
担
当
富
は
ω
統
治
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
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局
面
で
権
力
を
代
表
し
、
②
警
察
活
動
の
責
任
老
と
し
て
治
安
維
持
に
責
任
を
負
い
、
時
と
し
て
宗
教
的
対
立
・
暴
動
を
も
処
理
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
㈲
任
務
の
性
質
上
、
他
部
門
の
官
吏
と
頻
繁
に
接
触
し
、
ω
若
手
高
等
文
官
の
管
理
と
教
育
を
委
ね
ら
れ
、
⑤
戦
時
に
は
、
輸
送
・
通
信

等
様
々
な
面
で
軍
隊
に
便
宜
を
供
与
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
存
在
で
あ
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
人
I
C
S
が
こ
れ
を
独
占
す
べ
き
で
あ
る
。
ω
に
つ
い
て

は
、
あ
ま
り
に
率
直
な
本
質
論
で
あ
る
た
め
か
、
報
告
書
は
特
に
コ
メ
ン
ト
し
な
い
。
②
㈲
⑤
に
関
し
て
は
、
暴
動
処
理
、
戦
時
協
力
等
を
含
め
、

業
務
の
実
際
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
す
る
の
は
イ
ン
ド
人
で
あ
り
、
責
任
者
が
イ
ン
ド
人
に
な
っ
て
も
何
の
違
い
も
な
い
。
㈹
に
つ
い
て

は
、
藩
王
国
の
政
府
や
軍
に
就
職
し
イ
ン
ド
人
を
上
司
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
が
現
に
多
数
い
る
で
は
な
い
か
、
と
論
駁
す
る
。
し
か
し
委
員
会

が
最
も
強
く
打
ち
出
し
た
論
拠
は
、
イ
ン
ド
人
I
C
S
で
さ
え
漸
く
県
担
当
官
ポ
ス
ト
に
任
命
さ
れ
始
め
た
ぽ
か
り
で
あ
り
、
適
性
を
テ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
任
務
に
つ
い
て
資
格
な
し
と
認
定
す
る
の
は
不
公
平
だ
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　
P
S
の
り
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
諸
州
の
状
態
に
偏
差
が
あ
り
す
ぎ
る
と
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
に
止
ど
め
た
。
基
本
的

に
は
P
S
へ
の
新
規
採
用
と
下
級
サ
ー
ヴ
ィ
ス
か
ら
の
適
格
者
の
格
上
げ
の
二
つ
の
ル
ー
ト
を
設
定
す
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
式

教
育
が
充
実
し
て
い
る
州
で
は
競
争
試
験
を
行
う
べ
き
だ
が
、
そ
れ
以
外
で
は
推
薦
を
行
っ
た
上
で
試
験
を
課
す
べ
き
だ
と
し
た
。
但
し
、
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

州
を
通
じ
て
当
該
州
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
に
習
熟
し
て
い
る
こ
と
は
絶
対
要
件
に
す
べ
き
だ
、
と
付
け
加
え
て
い
る
。

　
委
員
会
提
言
は
I
C
S
ト
ッ
プ
・
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
歓
迎
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
移
管
さ
れ
る
ポ
ス
ト
の
範
囲
に
つ
い
て

非
難
が
集
中
す
る
。
各
州
政
庁
に
対
し
報
告
書
の
検
討
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
議
論
が
長
引
く
こ
と
を
嫌
っ
た
ダ
フ
ァ
リ
ン
は
移
管
の
是
非
そ
の

も
の
で
は
な
く
各
州
で
の
移
管
の
実
行
可
能
性
に
つ
い
て
の
み
回
答
す
べ
し
と
指
示
し
た
。
し
か
し
答
申
は
い
ず
れ
も
移
管
問
題
に
多
く
の
紙

数
を
割
い
て
お
り
、
中
央
州
政
務
長
官
A
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
は
あ
か
ら
さ
ま
に
指
示
を
無
視
し
て
移
管
プ
ラ
ン
を
論
難
し
た
。

　
イ
ン
ド
政
庁
セ
ク
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
も
提
案
は
激
し
い
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
。
例
え
ば
内
務
局
局
長
、
A
・
マ
ク
ド
ネ
ル
は
次
の
よ
う
な
見

解
を
表
明
し
た
。
提
案
さ
れ
た
構
想
の
も
と
で
は
I
C
S
と
P
S
の
境
界
が
不
明
確
で
あ
る
。
工
C
S
に
よ
る
上
位
ポ
ス
ト
独
占
が
不
可
欠
な

の
は
、
そ
れ
が
英
本
国
か
ら
や
っ
て
く
る
若
者
に
「
自
尊
心
」
と
「
イ
ン
ド
民
衆
に
対
す
る
威
信
」
を
与
え
る
か
ら
で
あ
り
、
「
区
別
偏
を
御
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㊧

破
算
に
す
れ
ば
「
自
然
界
に
み
ら
れ
る
独
占
状
態
の
一
つ
、
最
強
者
が
勝
利
す
る
と
い
う
意
味
で
の
独
占
」
を
崩
す
こ
と
に
な
る
、
と
。

　
ダ
フ
ァ
リ
ン
が
委
員
会
提
言
の
主
骨
格
を
支
持
し
た
た
め
、
マ
ク
ド
ネ
ル
は
グ
フ
ァ
リ
ン
在
任
中
は
提
言
の
局
部
的
修
蕉
し
か
打
ち
出
せ
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
報
告
書
を
下
敷
き
に
し
た
イ
ン
ド
政
庁
修
正
案
を
大
臣
に
提
出
す
る
に
際
し
、
収
税
局
メ
ン
バ
ー
職
を
含
む
移
管
プ
ラ
ン

の
一
定
部
分
を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
。
八
八
年
一
二
月
、
ダ
フ
ァ
リ
ソ
の
任
期
が
切
れ
、
首
相
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
は
ラ
ソ
ズ
ダ
ゥ
ン

を
後
任
に
据
え
た
。
マ
ク
ド
ネ
ル
は
新
総
督
か
ら
の
強
い
信
頼
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
、
大
臣
R
・
ク
ロ
ス
、
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
、
マ
ク
ド
ネ
ル
は
、

連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
、
移
管
プ
ラ
ン
の
骨
抜
き
に
成
功
し
て
し
ま
う
。
八
九
年
九
月
の
イ
ン
ド
政
庁
宛
て
公
文
書
で
ク
ロ
ス
は
、
P
S
構

想
の
主
原
則
に
は
同
意
す
る
、
と
述
べ
な
が
ら
、
I
C
S
に
リ
ザ
ー
ヴ
さ
れ
て
き
た
ポ
ス
ト
を
P
S
に
移
管
し
そ
れ
へ
合
体
さ
せ
る
と
の
提
案

に
つ
い
て
は
、
P
S
メ
ン
バ
ー
に
既
得
権
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
認
容
で
き
な
い
と
し
、
そ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
は
P
S
メ
ン
バ
ー
が
勤
務
に

お
い
て
自
ら
の
能
力
を
証
明
し
た
時
、
特
典
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
し
た
。
マ
ク
ド
ネ
ル
は
こ
の
指
令
を
諸
州
政
庁
へ
伝
達
す

る
に
あ
た
り
、
大
臣
は
諸
政
庁
に
対
し
単
に
P
S
メ
ン
バ
ー
が
配
置
さ
れ
う
る
ポ
ス
ト
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
せ
よ
と
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、

と
説
明
し
た
。
諸
政
庁
が
嬉
々
と
し
て
従
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
委
員
会
の
そ
の
他
の
提
言
は
ど
う
処
理
さ
れ
た
か
。
同
時
試
験
排
斥
は
イ
ン
ド
政
庁
、
大
臣
共
に
、
異
論
な
く
同
意
し
た
。
受
験
資
格
年
齢

に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
政
庁
案
が
一
八
－
二
三
歳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
大
臣
及
び
本
国
の
人
事
委
員
会
は
、
こ
れ
を
二
一
1
二
三
歳
へ
縮
小

さ
せ
た
。
し
か
し
イ
ン
ド
参
事
会
が
、
資
格
年
齢
引
上
げ
は
従
来
「
イ
ン
ド
人
I
C
S
を
輩
出
さ
せ
て
き
た
階
層
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
あ
か

ら
さ
ま
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
ド
人
合
格
者
の
数
を
不
当
に
増
加
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
唱
え
て
執
拗
に
反
対
し
た
た
め
、
大
臣

は
参
事
会
を
。
く
Φ
肖
巳
Φ
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
実
施
は
九
二
年
度
試
験
ま
で
ず
れ
こ
む
。
試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
政
庁
が
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語
の
配
点
引
上
げ
に
岡
魅
せ
ず
、
む
し
ろ
両
語
の
試
験
難
度
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
、
大
臣
も
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

支
持
し
た
。
S
S
に
つ
い
て
億
、
政
庁
、
大
臣
共
に
廃
止
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
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へ
三
）
　
委
員
会
の
意
義
、
総
括
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委
員
会
は
当
初
一
方
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
に
も
、
ま
た
他
方
か
ら
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
に
も
リ
ベ
ラ
ル
な
方
向
へ
の
成
果
を
生
み
出
さ

な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
王
C
S
イ
ン
ド
化
の
企
て
を
阻
み
、
慮
ら
の
主
張
を
委
員
会
報
告
書
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
た
工
C
S
主
流
派
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
整
理
し
、
委
員
会
の
活
動
の
結
果
が
そ
の
様
な
形
へ
収
磁
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
枠
組
み
を
考
え

た
い
。

　
I
C
S
主
流
派
に
と
っ
て
は
、
　
一
八
三
三
年
並
許
状
法
、
　
五
三
年
特
許
状
法
、
　
五
八
年
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
宣
言
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

C
S
採
用
に
お
け
る
人
種
差
別
撤
廃
の
原
則
か
ら
離
脱
せ
ず
、
し
か
も
イ
ン
ド
人
の
参
入
を
で
き
る
か
ぎ
り
低
く
抑
え
る
こ
と
が
大
命
題
で
あ

り
、
そ
の
た
め
の
論
法
が
提
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ー
ジ
は
イ
ン
ド
土
着
の
統
治
機
構
が
崩
壊
し
た
後
に
成
立
し
平
和

と
秩
序
を
回
復
さ
せ
た
。
そ
の
新
生
の
イ
ギ
リ
ス
的
統
治
機
構
を
担
っ
て
き
た
の
が
I
C
S
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
社
会
の
安
定
は
献
身
的
に
し

て
私
心
無
く
腐
敗
と
は
全
く
無
縁
の
コ
ー
ル
・
デ
リ
ー
た
る
彼
等
が
強
圃
で
公
正
な
支
配
を
維
持
す
る
と
き
に
の
み
保
障
さ
れ
る
。
従
っ
て
I

C
S
へ
の
参
入
は
、
純
粋
に
イ
ギ
リ
ス
的
な
性
格
の
試
験
を
突
破
し
て
き
た
者
に
の
み
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
参
入
者
の
決
定
に
あ
た
り
人

種
差
別
は
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
が
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
制
限
は
当
然
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
、

⑱
と
。　

更
に
彼
等
は
こ
の
時
期
、
ラ
ー
ジ
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
I
C
S
独
占
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
編
み
出
し
つ
つ

あ
っ
た
。
イ
ン
ド
社
会
中
の
公
平
な
調
停
者
と
し
て
の
I
C
S
、
と
い
う
神
話
で
あ
る
。
多
元
的
、
分
裂
的
な
社
会
に
住
み
、
抑
圧
を
受
け
、

搾
取
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
で
あ
る
イ
ン
ド
人
農
民
が
権
力
者
に
求
め
て
い
る
の
は
「
公
平
な
正
義
」
で
あ
り
、
我
々
イ
ギ
リ
ス
人
文
官
は
宗
激
、

カ
ー
ス
ト
、
血
縁
、
友
人
関
係
等
を
イ
ン
ド
人
と
共
有
し
な
い
が
故
に
、
そ
れ
ら
へ
の
配
慮
に
拘
束
さ
れ
ず
公
平
な
判
断
を
下
す
資
格
と
能
力

を
持
つ
。
こ
れ
に
対
し
不
曙
に
も
I
C
S
か
ら
の
権
力
纂
奪
を
企
て
る
新
中
間
層
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
を
中
心
と
し
て
「
伝
統
的
イ
ン
ド
の
旧



・一ｪ八○年代英領インドにおける植罠地官僚制改革問題について（本田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

構
造
」
を
延
長
さ
せ
た
存
在
に
過
ぎ
ぬ
た
め
、
農
民
層
で
は
な
く
地
主
の
側
の
利
益
を
代
弁
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
っ
た
。

　
委
員
会
提
案
は
実
際
に
は
リ
ベ
ラ
ル
的
ポ
ー
ズ
を
装
っ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
せ
め
て
も
の
改
革
的
部
分
も
稀
釈
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

エ
イ
チ
ソ
ソ
は
、
委
員
会
活
動
期
当
初
こ
そ
リ
ベ
ラ
ル
派
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
し
て
い
た
も
の
の
、
や
が
て
、
自
分
は
イ
ン
ド
化
に
関
し
ラ
デ
ィ

カ
ル
で
は
な
い
、
と
ダ
フ
ァ
リ
ソ
に
陳
弁
す
る
に
至
る
。
彼
の
微
温
化
は
、
時
期
的
に
見
て
、
ダ
フ
ァ
リ
ン
の
ア
ン
チ
・
イ
ソ
ド
ナ
シ
ョ
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ズ
ム
的
立
場
へ
の
移
行
に
完
全
に
合
致
す
る
。
リ
ベ
ラ
ル
理
念
を
標
榜
す
る
こ
と
で
リ
ボ
ン
の
下
で
昇
進
を
果
た
し
た
よ
う
に
、
I
C
S
イ
ン

ド
化
観
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
ダ
フ
ァ
リ
ン
の
歓
心
を
買
い
、
退
職
後
本
国
で
イ
ン
ド
参
事
会
メ
ン
バ
ー
の
ポ
ス
ト
を
手
に
し
ょ
う
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

表4。工CS試験合格者の出身大学

計非大卒者その他の
大学

ケンブリ
ッジ

オックス
フt　一一ド

合格年

32

T6

U1

U6

U3

U8

U5

T6

T2

S7

T4

T1

T3

T0

U1

T8

T2

T2

U0

T3

S7

S4

T3

3
1
0
1
2
4
2

2
3
1
0
0
1
0
0
0
1
1
G
1
1
1
0
1
0

7
9
7
1
1
7
1
0
1
7
9
1
9
7
1
7
1
1
1
3
1
4
8
9
7
1
2
5
1
1
1
1
1
0
1
3

4
　
　
◎
り

12

Q3

P6

P9

P6

P7

X
2
4
1
0
2
2
1
3
1
8
1
4
1
8
1
8
1
5
1
7
1
3
1
7
1
5
2
2

18

Q8

R0

Q8

R8

R7

Q9

Q9

Q4

P6

Q6

P8

Q7

P8

R8

R0

Q7

Q4

R7

Q8

P9

P8

P8

工892

　　93

　94

95

X6

X7

X8

X9

蜘
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

1

工254
（100））4

4
4
（

）
4
Q
V

4
1
2
（

361
（29）

605
（48）　

計
％（

（H．Alexander，　The　Ritlin8　SeTva？tts．　p．155．よりf乍成。）

た
と
の
可
能
性
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　
R
・
ム
ー
ア
に
言
わ
せ
れ
ば
あ
ま
り
に
ナ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ー
ヴ
な
テ
ー
ゼ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
筆
者

は
、
イ
ギ
リ
ス
人
植
民
地
官
僚
た
ち
の
行
動
・

政
策
動
機
が
実
は
極
め
て
人
間
的
な
も
の
で
あ

り
、
「
昇
進
と
安
定
」
こ
そ
が
彼
等
の
至
上
命

題
だ
っ
た
と
考
え
る
カ
リ
ー
ア
リ
ズ
ム
論
に
賛

同
し
た
い
。
ス
パ
ン
ゲ
ソ
パ
ー
ク
は
「
セ
ル
フ

イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
み
が
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
官
僚

制
の
し
る
し
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
王
C
S

メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

れ
英
領
イ
ン
ド
の
変
化
は
、
と
り
わ
け
政
治
的

変
化
は
、
彼
等
の
カ
リ
ー
ア
形
成
の
た
め
の
確

33　（33）



立
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
た
め
、
嫌
忌
さ
れ
る
。
か
く
て
カ
リ
ー
ア
リ
ズ
ム
は
工
C
S
メ
ン
バ
ー
の
ス
テ
ー
タ
ス
・
ク
オ
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

持
へ
の
異
様
な
ま
で
の
執
着
を
も
た
ら
す
。
　
エ
イ
チ
ソ
ン
委
員
会
は
「
現
状
」
を
変
化
さ
せ
う
る
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」

エ
イ
チ
ソ
ン
と
I
C
S
主
流
派
の
共
有
す
る
カ
リ
ー
ア
ズ
ム
が
微
妙
な
形
で
重
な
り
あ
い
、
委
員
会
の
可
能
性
を
圧
殺
し
た
、
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
I
C
S
試
験
の
後
日
談
を
述
べ
て
お
く
。
一
九
＝
…
一
年
忌
い
た
っ
て
も
、
I
C
S
メ
ン
バ
…
一
三
八
五
人
の
う
ち
イ
ン
ド
人
は
僅
か
に
五
三

人
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
聯
他
方
・
受
験
年
齢
制
限
引
上
げ
の
イ
ギ
リ
ス
人
受
験
者
に
と
・
て
の
効
果
は
全
一
申
し
分
な
か
・
た
・

一
八
九
二
年
度
工
C
S
試
験
は
「
ザ
・
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
ズ
↑
オ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
ッ
ジ
）
の
最
高
レ
ベ
ル
の
学
生
た
ち
を
多
数
引
き
付
け
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
」
三
二
人
の
合
格
者
の
中
に
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
出
身
者
が
一
八
名
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
着
膨
、
　
ロ
ン
ド
ン
大
学
二
名
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

王
立
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
大
学
一
名
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
年
以
後
も
、
オ
ヅ
ク
ス
・
ブ
リ
ヅ
ジ
の
優
勢
は
揺
ら
が
な
い
。
（
表
4
を
参
照
）
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①
　
同
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
後
五
度
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
官
僚
制
改
輩
の

　
端
緒
で
あ
り
、
統
治
権
力
が
発
生
直
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
機
運
を
調
整
し
、
自

　
ら
の
手
に
最
終
決
定
権
は
保
持
し
な
が
ら
も
立
憲
国
家
と
し
て
あ
る
程
度
の
体
裁

　
を
整
え
よ
う
と
し
た
、
と
の
評
価
を
受
け
た
こ
と
も
あ
る
。
菊
’
義
臣
ぽ
p
馨
廿

　
気
．
知
O
⇔
O
O
ぼ
O
鵠
。
陰
O
｛
び
霞
草
P
霞
臼
P
瓢
O
同
臥
O
同
ヨ
ぎ
H
口
a
四
．
．
」
ぎ
”
b
ご
目
鉱
σ
伊
”
鉱
卿

　
い
ω
℃
曾
σ
q
一
①
さ
①
α
こ
議
亀
§
焼
註
無
言
職
§
ミ
ミ
雲
鳥
§
o
ミ
詩
b
ミ
ミ
§
§
馬
ミ
驚
卜

　
N
隷
ミ
3
一
㊤
Φ
ω
㌧
℃
や
b
。
窄
り
．
し
か
し
ス
パ
ン
ゲ
ン
パ
ー
ク
に
言
わ
せ
れ
ば
、
委
員

　
会
は
実
質
的
変
化
は
何
等
も
た
ら
さ
ず
、
イ
ン
ド
化
問
題
の
ガ
ス
抜
き
で
し
か
な

　
く
、
あ
ま
っ
さ
え
分
断
画
策
の
萌
芽
す
ら
見
ら
れ
る
。
6
Q
℃
窪
σ
q
窪
σ
卑
σ
q
．
切
蔑
蔑
罫

　
§
ミ
自
§
恥
b
や
お
マ

②
　
し
d
‘
切
首
8
舞
、
§
恥
ミ
敦
。
曙
ミ
ト
Q
｝
試
⑤
§
嵩
．
肋
㌧
謡
ミ
ミ
“
箆
雪
目
ミ
註
無
養
鳳
軌
§
㌧

　
謎
N
q
音
」
題
9
一
Q
。
㊤
ρ
℃
や
α
卜
。
緊
ω
9

③
罫
O
蛋
ヨ
℃
。
。
§
ご
．
、
o
Q
。
日
。
司
舘
ξ
ぎ
隻
塁
劉
ρ
二
〇
富
一
捧
ω
雪
α
8
ぎ
搾
〉
＝
貯
ω

　
貯
芸
。
じ
6
江
鉱
昌
℃
螢
二
㌶
旨
。
暴
け
．
、
層
㊥
軋
帖
客
ミ
無
ミ
智
ミ
塁
審
野
選
誤
㌧
一
8
一
㌧

　
唱
や
N
◎
。
？
メ

④
リ
ボ
ン
は
キ
ン
バ
レ
ー
の
頑
迷
な
態
度
は
政
治
的
愚
行
だ
と
唱
え
、
必
要
と
あ

　
れ
ば
議
会
で
こ
の
間
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
辞
さ
ぬ
と
迫
っ
た
。
八
月
総
選
挙

　
で
保
守
党
が
勝
利
し
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
内
閣
が
成
立
し
た
た
め
、
ダ
フ
ァ
リ
ン
は
委

　
員
会
を
イ
ン
ド
に
設
置
す
る
旨
に
つ
い
て
の
承
認
を
新
大
臣
R
・
ク
ロ
ス
に
宛
て

　
て
要
請
し
、
認
め
ら
れ
た
。
　
⇔
ロ
．
蜜
霞
鼠
P
旨
．
㌧
窓
ミ
N
謡
ミ
3
嵐
題
卸
切
ミ
帖
罫

　
ミ
叙
ミ
、
§
遷
ミ
ミ
ミ
恥
奪
｝
ミ
薦
馬
“
§
ミ
暮
馬
出
ミ
ミ
い
≧
ミ
§
ミ
G
§
偽
鳶
鴇
㌧

　
お
①
P
層
℃
．
ω
甲
Q
。
㌧
ω
一
〇
。
1
卜
。
9

⑤
一
八
八
五
年
一
一
月
一
七
日
付
け
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
政
庁
筆
頭
局
長
発
、
イ
ン
ド

　
政
庁
内
務
局
局
長
宛
て
。
㌧
§
§
§
喝
駄
ミ
馬
国
“
ミ
ら
防
ミ
篭
聴
G
§
§
§
§
劃

　
㎏
。
。
。
。
q
山
き
く
。
一
幽
一
、
。
。
Φ
ρ
一
一
、
℃
。
き
。

⑥
一
九
世
紀
後
半
I
C
S
メ
ン
バ
ー
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
「
パ
ン
ジ
ャ
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ブ
・
ス
タ
イ
ル
」
の
位
澱
付
け
に
つ
い
て
は
、
　
い
．
≦
霞
σ
q
p
欝
§
馬
賊
ミ
§
恥
ミ
窺
N

　
N
ミ
ミ
短
起
ミ
ご
§
㍉
旨
§
魁
亀
ミ
轟
旨
含
塾
§
§
§
茜
、
恥
ご
ミ
ミ
、
一
㊤
Q
。
Q
。
㌧
℃
ワ
嵩
－

　
頓
ω
隔
㊤
占
O
P
を
参
照
。

⑦
§
恥
ミ
詩
霧
ミ
ミ
恥
沁
竜
ミ
馬
曼
ミ
馬
霊
ヘ
ミ
鳶
的
ミ
ミ
鳶
G
ミ
｝
ミ
譜
絶
§
弧
題
？

　
恥
N
”
で
や
一
読
曾

⑧
新
中
間
層
シ
ン
パ
の
I
C
S
メ
ン
バ
ー
、
A
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
委
員
会
へ
の
参
加

　
を
希
望
し
、
ダ
フ
ァ
リ
ソ
も
彼
の
任
命
に
傾
き
か
け
た
が
、
イ
ル
バ
ー
ト
が
強
硬

　
な
反
対
論
を
唱
え
て
客
止
し
た
。
罎
貿
昏
ど
§
．
9
計
℃
．
ω
b
σ
卜
ρ
・
他
方
、
I
C
S

　
委
員
C
・
ク
ロ
ス
ト
ウ
エ
イ
ト
は
既
に
中
央
州
政
務
長
官
を
勤
め
た
経
歴
を
持
ち
、

　
委
員
会
の
ナ
ン
バ
ー
・
ツ
…
的
存
在
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
作
業
の
進
め
方
を

　
め
ぐ
り
エ
イ
チ
ソ
ン
と
軋
礫
を
生
じ
さ
せ
、
ビ
ル
マ
致
務
長
官
と
な
っ
て
委
員
会

　
を
離
脱
す
る
。
離
任
直
前
に
友
人
に
送
っ
た
手
紙
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
教

　
育
を
受
け
た
イ
ン
ド
人
た
ち
が
欲
し
て
い
る
の
は
、
競
争
試
験
に
よ
り
一
種
の
知

　
的
貴
族
階
級
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
全
て
を

　
（
イ
ン
ド
か
ら
）
追
放
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
O
o
℃
弱
齢
、
切
ミ
焼
色
、
o
識
遷
”
℃
．

　
霜
b
σ
，

⑨
官
民
、
英
印
を
間
わ
ず
喚
問
さ
れ
た
証
言
者
の
総
数
は
四
六
九
名
に
の
ぼ
る
。

　
沁
愚
。
ミ
ミ
暮
下
妻
さ
N
詩
q
ミ
鳴
執
融
Q
o
ミ
ミ
防
鴇
§
、
」
。
。
岡
山
N
㌧
℃
や
ゲ
雫
Q
。
．

⑩
㌧
δ
§
ミ
薦
叩
く
。
卜
く
抄
ω
。
ρ
三
、
薯
σ
あ
8
．
鋭
℃
や
H
I
G
。
．
ダ
フ
ァ
リ
ソ
は

　
こ
の
声
明
書
を
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
批
判
し
た
が
、
イ
ル
パ
ー
ト
法
案

　
騒
動
後
未
だ
日
の
浅
か
っ
た
こ
の
書
籍
、
統
治
ト
ヅ
プ
の
中
に
は
ア
ソ
グ
ロ
・
イ

　
ン
デ
ィ
ア
ソ
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
警
戒
感
が
残
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
ダ
フ

　
ァ
リ
ン
自
身
に
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。
閃
①
艮
o
a
、
§
凸
9
ぴ
℃
℃
．
○
。
ω
O
I
捨

⑬
I
C
S
の
ラ
ン
ク
・
ア
ン
ド
・
フ
ァ
イ
ル
で
も
委
員
会
に
対
処
す
る
動
き
が
生

　
じ
て
お
り
、
例
え
ば
ベ
ン
ガ
ル
の
若
手
I
C
S
、
H
・
キ
ヅ
シ
ュ
は
、
召
喚
さ
れ
た

　
王
C
S
メ
ン
バ
…
た
ち
が
あ
ら
か
じ
め
意
見
を
調
整
し
た
こ
と
を
俵
え
て
い
る
。

　
戸
O
o
ぎ
ジ
9
噛
、
鼠
ぎ
§
茜
嵩
ミ
。
畿
§
ト
き
》
ミ
旨
、
§
“
ト
ミ
馬
ミ
恥
岐
鎮

　
ミ
≧
鶏
画
一
㊤
竃
’
や
b
。
一
り
．

⑫
エ
イ
チ
ソ
ン
は
、
当
初
次
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
て
い
た
。
「
I
C
S
プ
ロ
パ

　
一
は
そ
の
総
数
を
削
減
す
る
。
王
C
S
へ
の
参
入
は
英
本
国
で
の
試
験
を
通
じ
て

　
の
み
行
い
、
こ
れ
を
コ
ー
ル
・
デ
リ
ー
と
す
る
。
他
方
、
イ
ン
ド
全
土
か
ら
リ
ク

　
ル
ー
ト
さ
れ
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
I
C
S
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
新
設
す
る
。
」
o
D
で
p
。
㌣

　
σ
q
2
σ
o
嶺
”
馳
憶
ミ
罫
ミ
ミ
画
ミ
3
℃
．
ω
P

⑬
沁
愚
ミ
℃
℃
．
α
。
。
．
八
七
年
一
月
時
点
で
イ
ン
ド
人
I
C
S
は
一
二
名
。
こ
れ
は

　
イ
ル
パ
…
ト
法
案
騒
動
晦
の
彼
等
へ
の
風
嘉
た
り
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、

　
正
規
の
ル
ー
ト
を
経
て
任
官
し
た
イ
ン
ド
人
王
C
S
に
対
し
て
は
、
I
C
S
メ
ン

　
バ
ー
だ
け
で
な
く
ア
ソ
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
一
般
も
含
め
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
好

　
意
的
と
は
言
え
ぬ
ま
で
も
あ
か
ら
さ
ま
な
軽
侮
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で

　
あ
る
。
イ
ン
ド
人
I
C
S
は
あ
ま
り
に
円
滑
に
ス
テ
ー
タ
ス
・
ク
オ
に
適
応
し
イ

　
ギ
リ
ス
化
し
て
い
た
た
め
、
警
戒
心
を
呼
び
お
こ
し
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

　
な
の
か
も
知
れ
ぬ
。

⑭
、
き
§
ミ
鳶
勲
く
。
ド
ぐ
評
ω
。
。
「
芦
憲
．
O
G
。
幽

⑮
需
竜
。
§
ワ
轟
。
。
’

⑯
補
導
§
ミ
§
」
唱
．
＄
為
心
’

⑰
目
陰
ミ
、
さ
や
窃
。
。
。
イ
ギ
リ
ス
式
教
育
受
容
に
遅
れ
を
と
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

　
不
安
感
を
示
し
、
ま
た
そ
れ
を
委
員
会
の
一
部
が
自
ら
の
ロ
ジ
ヅ
ク
の
一
環
と
し

　
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
た
質
疑
応
答
を
再
現
す
る
。
委
員
会
メ
ン
バ

　
一
、
ア
フ
マ
ド
・
ハ
ー
ン
の
招
聰
を
受
け
ア
ン
グ
ロ
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
コ
レ
ッ

　
ジ
校
長
を
務
め
て
い
た
T
・
ペ
ッ
ク
は
、
ム
ス
リ
ム
の
立
場
を
「
代
弁
」
し
次
の

　
よ
う
に
証
写
し
た
。

　
　
シ
ャ
ー
プ
デ
ィ
ン
（
バ
ロ
ー
ダ
藩
王
圏
宰
相
）
“
教
育
を
受
け
た
階
級
は
イ
ン
ド

　
　
　
斑
衆
を
代
表
し
て
い
る
か
。

　
　
ベ
ヅ
ク
”
否
、
そ
う
は
思
わ
な
い
。

　
　
シ
”
彼
等
は
人
口
中
で
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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べ
”
否
、
着
替
に
小
さ
な
側
合
だ
と
思
う
。

シ
”
貴
兄
は
自
身
が
上
流
家
系
を
冷
淡
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
彼
等
に
不
満
感

　
を
抱
か
せ
て
い
る
と
言
う
。
そ
の
様
な
感
情
は
こ
の
州
（
北
西
州
）
で
一
般

　
的
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

べ
叫
非
常
に
一
般
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ム
ス
リ
ム
に
関
す
る
か
ぎ
り
全

　
人
口
を
通
じ
不
満
感
は
非
常
に
強
い
。

エ
イ
チ
ソ
ン
閃
イ
ン
ド
で
王
C
S
採
用
試
験
を
行
え
ば
、
イ
ン
ド
社
会
中
の
特

　
定
の
階
級
に
決
定
的
優
越
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

べ
購
上
級
官
職
を
教
育
を
受
け
た
イ
ン
ド
人
に
開
放
す
れ
ば
、
ペ
ソ
ガ
ル
人
が

　
他
の
存
在
を
許
さ
ぬ
く
ら
い
に
ま
で
独
占
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
不

　
正
な
事
態
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
政
庁
は
他
州
の
民
衆
に
比
べ
遙
か
に
長

　
期
に
渡
り
ま
た
大
規
模
に
ペ
ソ
ガ
ル
人
に
教
育
を
施
し
て
き
た
か
ら
だ
。
よ

　
り
成
熟
の
遅
い
内
陸
地
方
の
イ
ン
ド
人
に
比
べ
、
ベ
ン
ガ
ル
人
の
頭
脳
は
優

　
れ
た
記
憶
力
と
筆
記
試
験
に
合
格
す
る
適
性
を
備
え
て
い
る
。
試
験
制
度
に

　
ょ
り
殻
も
割
り
の
悪
い
昌
に
あ
う
の
は
ム
ス
リ
ム
と
上
暦
階
級
一
般
で
あ
る
。

エ
”
イ
ン
ド
で
の
公
開
試
験
に
反
対
す
る
、
行
政
上
、
政
治
上
の
理
由
が
あ
る

　
と
考
え
る
か
。

べ
”
ベ
ン
ガ
ル
人
の
優
越
は
政
治
的
に
も
ま
ず
い
結
果
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

　
私
は
ベ
ン
ガ
ル
人
た
ち
の
愛
国
的
感
情
、
知
的
能
力
、
地
道
な
業
務
へ
の
適

　
性
を
疑
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
私
に
は
、
彼
等
が
内
陸
イ
ン
ー
3
で
統

　
治
を
担
当
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
え
な
い
。
ベ
ン
ガ
ル
人
は
既
に
北

　
西
州
政
庁
に
大
最
に
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
等
は
そ
こ
で
ひ
ど
く
嫌
わ
れ

　
て
い
る
。
ベ
ン
ガ
ル
人
を
I
C
S
と
し
て
内
陸
部
に
勤
務
さ
せ
れ
ば
、
彼
等

　
の
不
人
気
さ
と
ま
た
彼
等
が
民
衆
に
対
し
影
響
力
を
持
っ
て
い
な
い
せ
い
で
、

　
統
治
権
力
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
。
当
・
不
当
は
別
に
し
て
、
イ
ン
ド
人
社

　
会
全
体
が
ベ
ン
ガ
ル
人
に
は
勇
気
が
欠
け
て
い
る
と
見
倣
し
て
い
る
。
ベ

　
ン
ガ
ル
人
文
官
は
、
騒
乱
時
に
秩
序
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

、
己
亀
ミ
旨
触
層
く
。
一
」
剖
ω
①
ρ
芦
娼
ワ
ω
？
Q
。
■
、
o
P
開
門
一
8
0
。
・
＼
、
弓
7
0
ζ
d
窪
α
Q
帥
凱

　
江
津
。
一
雷
℃
o
。
。
学
≧
5
賃
p
鼠
o
p
型
ヨ
宣
げ
．
．
㌧
窓
ミ
ミ
～
肉
s
§
ミ
詩
」
罰
ミ
肋
。
鼠
ミ

　
ミ
房
な
壷
為
ミ
穏
§
ω
ム
b
一
㊤
①
O
’

　
　
I
C
S
を
放
逐
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
リ
ー
ダ
ー
、
パ
ネ
ル
ジ
ー
が
証
人

　
と
し
て
喚
問
さ
れ
た
際
も
、
一
応
建
て
前
を
守
る
形
で
質
疑
は
進
行
し
て
い
た
が
、

　
そ
の
最
後
に
な
り
証
人
に
自
由
な
コ
メ
ン
ト
が
許
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し

　
て
、
目
を
逸
ら
せ
合
っ
て
対
鋭
し
て
い
た
三
者
が
｝
瞬
激
し
た
表
情
を
露
に
し
た

　
こ
と
を
窺
わ
せ
る
や
り
取
り
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
、
、
o
聴
ミ
慧
恥
勲
ノ
．
o
｝
・
〈
許
ω
o
o
．

　
罫
℃
マ
謹
9

⑱
寄
唐
き
唱
や
密
ふ
噸

⑲
さ
ミ
‘
℃
℃
■
窃
甲
。
。
．

⑳
発
案
者
リ
ッ
ト
ン
が
イ
ン
ド
人
の
I
C
S
試
験
か
ら
の
排
除
を
口
に
し
た
た
め
、

　
イ
ン
ド
人
は
、
エ
C
S
受
験
機
会
が
S
S
シ
ス
テ
ム
が
与
え
ら
れ
る
の
と
引
き
替

　
え
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
恐
れ
て
い
た
。
A
・
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ

　
の
点
を
直
戯
に
証
言
す
る
。
、
き
聴
匙
慧
触
℃
〈
o
一
■
〈
ひ
ω
Φ
ρ
芦
ワ
ω
H
ρ

⑳
　
謁
§
9
．
さ
℃
℃
■
①
8
Q
。
メ

＠
　
奪
ミ
こ
℃
℃
．
①
○
。
㌧
誠
．

（
⑳
　
導
ミ
こ
b
℃
．
鳶
－
野
　
た
だ
し
ω
に
関
連
し
逆
に
委
員
の
一
部
が
、
宗
派
問
題
ゆ

　
え
に
イ
ン
ド
人
を
県
担
当
官
に
任
命
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
多
い
、
と
の
答
弁
を

　
引
き
出
そ
う
と
し
て
誘
導
的
質
問
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
が
か
な
り
凶
に
付
く
こ
と
も

　
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
。
．
σ
q
■
ぎ
、
。
§
ミ
鳶
勲
ぐ
。
一
．
箪
ω
⑦
。
」
ぴ
ワ
㊤
b
。
・

⑳
沁
愚
ミ
き
署
．
。
。
？
P

⑳
マ
ク
ド
ネ
ル
は
一
九
世
紀
後
半
工
C
S
メ
ン
バ
ー
中
の
完
全
な
「
勝
利
者
」
で

　
あ
り
、
ベ
ン
ガ
ル
準
知
事
職
、
総
督
行
政
参
事
会
メ
ン
バ
ー
職
を
歴
任
し
、
イ
ン

　
ド
参
事
会
内
の
ポ
ス
ト
を
得
る
こ
と
に
も
成
功
す
る
。
い
頸
罫
．
、
〉
．
勺
．
蜜
国
？

　
U
o
ヨ
お
＝
騨
コ
島
匪
。
Ω
蚕
づ
σ
Q
営
σ
q
緊
㌶
霞
o
o
h
ゆ
ほ
江
ω
7
菊
巳
Φ
旨
H
ロ
象
斜

　
一
〇
。
Q
。
α
ム
8
一
．
、
」
歪
切
憧
ミ
罫
N
§
驚
ミ
ミ
℃
o
亀
ミ
貯
さ
ミ
ミ
§
ミ
の
識
卜
§
柑
ぎ
■
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表3．ICS試験受験者・合格者数推移
⑳
匂
』
．
ω
M
巨
参
良
ミ
§
轡
隷
ミ
画
§
ミ
ミ
N
N
ミ
ミ
的
ミ
ミ
§
§
§
騎
N
ミ
讐
＆

　
§
遮
筏
ミ
慧
ミ
§
識
ミ
N
、
謎
ミ
ー
竜
ミ
㌧
お
○
。
b
。
噛
℃
や
切
◎
。
ふ
ρ
①
？
P
㊤
ρ
㊤
Q
。
ム
O
こ

　
い
。
毛
㊦
芦
愚
・
織
馬
こ
娼
℃
．
“
。
下
。
。
㌧
O
O
ー
ピ

⑳
殉
。
ざ
§
．
亀
畑
こ
℃
や
霧
1
ざ
幽
・

⑱
　
o
h
幽
い
頃
．
の
8
覧
回
。
コ
、
、
、
句
。
∈
託
ρ
¢
9
属
。
明
け
｝
δ
O
o
く
①
琶
き
①
旨
o
h
H
コ
α
営
、
．
”

　
ン
§
§
竈
ミ
弾
G
馬
ミ
袋
曙
”
◎
。
ρ
同
Q
。
Q
。
Q
。
■

⑳
著
名
な
I
c
s
・
O
B
で
あ
り
イ
ン
ド
参
事
会
メ
ン
バ
…
で
も
あ
っ
た
J
・
ス

　
ト
レ
イ
チ
ー
は
、
一
八
八
八
年
に
出
版
し
た
『
イ
ン
ド
騒
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な

　
新
ロ
ジ
ヅ
ク
の
た
め
の
基
盤
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
。
　
旨
。
。
貯
ρ
魯
①
ざ
N
試
ミ
3

　
一
Q
。
Q
。
Q
。
㌧
℃
や
？
9
ω
窪
ふ
ω
■

⑳
彼
の
当
初
の
プ
ラ
ン
と
、
委
員
会
提
言
を
対
比
し
て
み
よ
う
。
エ
イ
チ
ソ
ン
は

　
ロ
ン
ド
ン
で
の
み
I
C
S
試
験
を
行
う
と
主
張
し
て
い
た
か
ら
、
委
員
会
が
岡
時

　
試
験
を
否
定
し
た
こ
と
を
そ
の
責
に
帰
す
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
審
議
録
が
存
在

　
し
な
い
た
め
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
委
員
会
メ
ン
バ
…
の
顔
ぶ
れ
、
証
言
収
集

　
に
際
し
示
さ
れ
た
彼
等
の
傾
向
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
議
論
さ
え

　
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
エ
イ
チ
ソ
ソ
が
「
イ
ン
ド
金
土
か
ら
リ

　
ク
ル
ー
ト
さ
れ
る
」
「
I
C
S
と
パ
ラ
レ
ル
な
」
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
構
想
し
て
い
た

　
の
が
、
委
員
会
提
案
で
は
一
つ
の
州
の
み
を
存
在
基
盤
と
す
る
P
S
に
な
っ
て
い

　
る
こ
と
は
、
シ
ス
テ
ム
の
骨
格
が
か
つ
て
リ
ッ
ト
ン
が
S
S
に
つ
い
て
企
て
た
プ

　
ラ
ソ
の
換
骨
奪
胎
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
併
せ
、
明
ら
か
な
後
退
で
あ
る
。
P
S
は

イギリス人 インド人
受験者｝合格者1受験者1合目者

受験資格
年齢（歳）試験年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
R
N

鰯
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
7
6
8
6
9
7
0
7
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
鯉
坦
7
9
8
0
8
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
7
9
8
9
9
㎜
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
6
n
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
7

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
，1）R

U）

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
el
O2
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

18一一23

18一一22

17一一22

17”v21

17一一19

21一一23

22’s－24

105
56
6e
67

119
154
171
170
187
217
282
242
278
268
317
325
224
195
194
196
192
197
200
66

ユ34

173
180
144
137
149
181
205
201
193
232
227
195
144
61
96

117
145
179
211
163
195
196
183
175
150
162
137
150
173
146
163
164
177
157
138

20
21
12
20
40
se
80
82
59
40
52
52
50
51
46
39
36
36
34
38
38
31
29
13
13
29
27
31
39
42
37
42
38
44
46
49
42
31
29
55
56
67
60
65
58
53
50
43
52
48
50
46
58
54
49
51
59
50
40
42

　1

　2

　2

　2

　1

　4

　8

　7

　5

　4

　9

11
　6

　5

　3

　3

　1

　2

　3

　3

　1

　4

　6

　4

　6

　4

　6

1e
　4

　8

11
14
　9

14
26
22
18
17
2e
25
23
13
11
16
工9

15
18
20
25
31
25

1

4

1

1

2

2

1

1

1

2
1

5

2
3
1

6
1

3
3

7
3
2

4
2
3

2
4
3
4
3
1

1

3

2

B．Misra，：rlte　Bt｛reaucracツ　in　JOtalia，　pp，101－2．よ（B，B．　Mi

り作成。）

注：AleXl
　きなか

exander提示の数値と所々合致しないが，確認で
かった。
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イ
ン
ド
全
体
を
舞
台
と
し
て
勤
務
で
き
ず
し
か
も
昇
進
に
上
限
が
あ
る
以
上
、
I

　
C
S
と
パ
ラ
レ
ル
で
は
あ
り
え
な
い
。

⑳
　
山
本
達
郎
編
『
イ
ン
ド
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
六
〇
、
二
七
八
－
九
頁
。

⑫
　
イ
ギ
リ
ス
人
文
官
の
こ
の
様
な
性
向
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
ジ
ー
が
皮
肉
を
こ
め

　
て
語
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
規
律
」
は
王
C
S
の
主
要
特
徴
の
一
つ
だ
が
、

　
不
思
議
な
こ
と
に
「
一
貫
性
」
は
彼
等
の
身
上
に
な
っ
て
い
な
い
。
I
C
S
メ
ン

　
バ
ー
は
上
司
か
ら
の
リ
ー
ド
を
極
め
て
慎
重
に
か
つ
忠
実
に
受
け
入
れ
る
。
イ
ン

　
ド
官
界
で
は
強
圃
な
信
念
は
む
し
ろ
昇
進
の
妨
げ
に
な
る
。
そ
の
時
点
で
支
配
的

　
な
統
治
政
府
内
都
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
合
わ
せ
て
次
々
と
変
節
し
て
い
け
る
人

　
物
こ
そ
が
大
い
に
出
世
し
て
ゆ
く
の
だ
、
と
。
Q
。
’
⇔
d
p
p
o
こ
①
ρ
箆
冬
、
軌
§
§

　
〉
§
ミ
諭
恥
H
8
伊
喝
℃
■
窃
Q
。
あ
．

留
　
即
竃
。
雲
ρ
、
、
即
。
＜
凶
①
〆
く
o
h
”
し
d
門
三
も
・
7
一
ヨ
℃
〇
二
巴
℃
o
一
一
身
ヨ
H
＆
寅
§
α

　
ω
無
い
塁
匿
、
、
”
冒
唾
ミ
M
N
ミ
魚
虹
亀
§
・
’
q
ミ
ミ
偽
偽
㌧
き
一
一
㌧
お
Q
。
。
。
”
℃
」
Q
。
O
．

⑭
じ
d
．
Q
。
℃
窪
α
Q
Φ
コ
9
「
σ
q
＼
、
≧
け
三
凶
ω
ヨ
＜
①
誘
易
O
霞
・
鶏
一
弩
”
日
。
匡
く
p
鉱
。
鵠
9

　
切
ユ
昌
珍
σ
霞
①
窪
。
タ
誘
貯
一
子
。
巳
房
8
撃
夢
8
コ
ε
『
侵
H
巳
貯
、
．
」
『
切
ミ
暁
罫

　
国
ミ
疇
ミ
舳
ミ
、
o
驚
ミ
§
N
3
職
ミ
§
ミ
的
蔵
卜
§
ミ
3

⑳
≧
⑦
話
蝕
①
び
§
．
ミ
‘
男
．
一
〇
ω
■
表
3
参
照
。

⑳
　
§
馬
観
ミ
馬
馳
嵩
O
。
8
げ
興
一
。
。
Φ
b
⊇
・
し
か
し
英
帝
国
全
体
の
統
合
力
に
致
命
的

　
打
撃
を
与
え
た
第
一
次
大
戦
の
影
響
は
、
磐
石
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
た
こ
の
様
な

　
I
C
S
の
ス
テ
ー
タ
ス
・
ク
オ
を
も
遂
に
突
き
崩
す
こ
と
に
な
る
。
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結

論

　
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
代
表
し
て
い
た
は
ず
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ラ
ー
ジ
は
、
「
蒙
昧
」
な
る
イ
ン
ド
民
衆
に
対
し
、
個
人
の
自
由
と

法
の
前
の
平
等
を
保
障
す
る
、
と
の
看
板
を
掲
げ
、
支
配
者
と
被
支
配
老
の
間
の
関
係
を
律
す
る
の
は
「
法
の
支
配
扁
の
原
理
だ
、
と
教
え
た
。

一
八
八
○
年
代
時
点
で
こ
の
建
て
前
の
実
質
化
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
、
最
大
の
恩
恵
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

治
ゲ
ー
ム
の
意
味
を
既
に
十
分
に
咀
忘
し
て
い
た
新
中
間
層
だ
っ
た
ろ
う
。
リ
ベ
ラ
ル
の
実
験
は
ま
さ
に
そ
の
実
質
化
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ

た
。
イ
ル
バ
ー
ト
法
案
は
イ
ン
ド
人
I
C
S
の
権
限
を
イ
ギ
リ
ス
人
I
C
S
並
み
に
し
よ
う
と
し
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
イ
ン
ド
人
歩
中
間
層
の

パ
ワ
ー
が
自
分
た
ち
の
そ
れ
を
凌
ぐ
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
悟
ら
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
他
方

統
治
権
力
側
で
も
、
新
中
間
層
が
彼
等
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
潜
在
力
を
秘
め
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
始
め
る
。
I
C
S
イ
ン
ド
化
問

題
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
政
庁
と
新
中
間
層
の
間
の
力
関
係
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
I
C
S
は
、
統
治
権
力
へ
の
参
入

機
会
が
イ
ン
ド
民
衆
の
一
握
り
に
過
ぎ
ぬ
新
中
間
層
に
集
中
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
、
と
語
り
始
め
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
は

ず
の
同
時
試
験
開
催
を
拒
否
し
、
ひ
い
て
は
官
僚
制
の
イ
ン
ド
化
そ
の
も
の
の
遅
延
を
画
策
す
る
に
至
る
。
そ
れ
は
実
は
、
イ
ン
ド
人
新
劇
リ
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ー
ト
の
誕
生
と
そ
の
成
長
が
、
彼
等
イ
ギ
リ
ス
人
王
C
S
の
存
在
を
無
用
化
し
、
巨
大
な
権
限
、
恵
ま
れ
た
俸
給
、
そ
し
て
本
国
社
会
で
の
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
し
て
の
地
位
達
成
機
会
を
彼
等
の
手
中
か
ら
奪
い
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
の
危
機
感
に
突
き
動
か
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
。

　
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
貫
徹
す
る
当
時
と
し
て
は
最
先
進
の
組
織
原
理
を
実
現
し
て
い
た
官
僚
制
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
社
会

の
最
も
野
心
的
な
部
分
を
引
き
付
け
、
上
昇
経
路
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
皮
肉
に
も
、
制
度
が
洗
練
さ
れ
、
安
定
化
す
る
に
連
れ
て
、
制
度
内

者
た
ち
の
自
己
永
続
化
衝
動
を
エ
ー
ト
ス
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
イ
ギ
リ
ス
人
I
C
S
は
、
彼
等
に
と
り
あ
る
種
の
財
産
、
出
世
の
た
め
の
舞
台

と
化
し
て
い
た
イ
ン
ド
か
ら
自
発
的
な
形
で
立
ち
去
る
意
思
の
な
い
こ
と
を
、
エ
イ
チ
ソ
ン
委
員
会
報
告
が
提
出
さ
れ
た
時
点
で
明
確
に
し
た
、

　
　
　
　
　
②

と
考
え
ら
れ
る
。

　
リ
ベ
ラ
ル
の
実
験
挫
折
の
後
も
、
新
中
間
層
は
イ
ギ
リ
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
本
質
に
決
定
的
不
信
を
抱
く
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
ラ
ー
ジ
の
譲
歩
に
期
待
し
て
い
た
の
で
は
永
遠
に
お
預
け
を
く
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ぬ
、
と
の
焦
燥
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
確

実
で
あ
ろ
う
。
一
八
九
七
年
、
R
・
C
・
ダ
ッ
ト
は
、
オ
リ
ッ
サ
行
政
区
母
宮
職
を
最
後
に
、
I
C
S
を
辞
し
た
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
イ

ン
ド
人
工
C
S
中
の
ト
ッ
プ
・
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
、
し
か
も
退
官
年
齢
ま
で
九
年
を
残
し
て
い
た
か
ら
、
周
囲
の
驚
き
は
大
き
か
っ
た
。
ダ
ッ

ト
の
女
婿
で
あ
る
」
・
N
・
グ
プ
タ
は
、
岳
父
の
退
職
は
文
筆
活
動
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
専
心
す
る
た
め
で
あ
り
、
巷
間
噂
さ
れ
た
、

昇
進
の
上
で
の
不
平
等
な
取
扱
が
引
き
金
に
な
っ
た
な
ど
と
い
う
憶
測
は
見
当
違
い
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
グ
プ
タ
も
ま
た

ラ
ー
ジ
に
忠
誠
を
誓
う
I
C
S
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
九
四
年
、
ダ
ッ
ト
が
イ
ン
ド
人
と
し
て
初
め
て
、
な
お
代
行
の
身

分
で
は
あ
っ
た
が
、
行
政
区
長
官
職
（
．
ハ
ル
ド
ワ
ソ
担
当
）
に
任
命
さ
れ
た
と
き
、
ア
ソ
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
か
ら
の
反
発
は
強
く
、
ま
た
、

本
国
の
イ
ン
ド
参
事
会
で
、
イ
ン
ド
人
文
官
は
い
か
に
有
能
で
あ
っ
て
も
行
政
区
長
官
と
い
う
枢
要
の
職
を
任
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

発
言
が
行
わ
れ
た
、
と
報
道
さ
れ
て
い
た
。
ダ
ッ
ト
の
早
す
ぎ
る
退
職
は
、
工
C
S
に
見
切
り
を
つ
け
た
結
果
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

以
後
ダ
ッ
ト
億
、
一
八
九
五
年
度
イ
ン
ド
国
民
会
議
の
議
長
を
務
め
、
一
九
〇
〇
年
に
は
時
の
イ
ン
ド
総
督
力
i
ゾ
ン
に
宛
て
て
凱
鍾
問
題
に
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関
し
論
争
を
挑
む
公
開
書
簡
を
送
り
つ
け
、
イ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
経
済
学
史
上
の
金
字
塔
と
も
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The　lndianization　Problem　of　the　British

　　　　　　　　　　Bureaucracy　in　lndia

by

1｛oNDA　Takehiko

　　The　year　1858　marked　a　crucial　turning　point　for　the　British　Raj．

However，　by　focusing　our　attention　on　its　governing　personnel，　we　find

some　continuing　tendencies，　particularly　within　the　membership　of　the

Indian　Civil　Service．　Through　a　carefully　contrived　recruiting　system，

dozens　of　British　youths　were　selected　each　year，　and　after　their　appoint－

ment　they　exercised　tremendous　authority　over　the　lndian　people　as　top

career　colonjal　bureaucrats．　The　size　of　the　service　was　fixed　at　about

1000　men　and　this　rather　compact　scale　intensified　its　enigmatic　image，

viz．　a　highly　efucient　corPs　d’e’lite　managing　a　large　colonial　empire．

　　In　the　1880’s，　those　lndians　who　first　enjoyed　English　style　higher

education　appeared　on　the　politica1　arena　of　colonial　society．　Later，　they

were　to　become　the　British　government’s　most　irreconcilable　opponents，

but　their　first　political　demand　was　to　open　the　door　of　the　1．　C．　S．　to

Indians．　This　article　attempts　to　make　clear　how　the　British　in　lndia

as　a　ruling　class　perceived　and　responded　to　this　situation．　lndeed，　the

Indianization　of　the　1．　C．　S．　was　not　brougiit　about　until　the　impact　of

World　War　1，　which　destabilized　the　British　Empire　as　a　whole．

The　process　of　Establishmant　of　1んん。肋磁♂ん初yα々多5

by

UEJIMA　Susumu

　　Ileleoku肋’々勿盈πwas　a　typical　tax　in　the　Medieval　ages，　which

imposed　on　both　manors　and　government－owned　lands　as　a　source　of

revenue　to　execute　national　projects　such　as　the　building　of　the　lmperial

Palace，　the　ceremony　of　Daijoe　and　the　reconstruction　of　lse7’ingu　Shrine．
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